
近
代
日
本
の
文
部
省
人
事
構
造
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一
明
治
中
後
期
に
お
け
る
「
教
育
畠
」
の
形
成
－

鄭

賢

珠

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
文
部
省
高
等
宮
に
関
す
る
制
度
的
な
枠
組
み
や
、
採
用
の
実
態
と
構
成
員
の
異
動
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
文
部
省
高
等
官
に
文
教

経
歴
者
が
登
用
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
既
往
の
門
内
務
省
出
向
説
」
な
ど
の
是
非
を
問
う
。
明
治
中
後
期
に
お
け
る
文
部
省
高

等
官
の
人
事
動
向
を
み
る
と
、
他
の
省
庁
か
ら
横
滑
り
で
入
省
す
る
者
が
少
な
く
、
文
部
大
臣
の
影
響
力
も
限
定
さ
れ
て
い
た
。
文
部
省
に
は
文
教
経
験

者
を
高
等
官
に
す
る
慣
行
が
根
強
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
文
教
経
験
の
な
い
官
僚
の
登
用
や
、
政
党
員
の
入
省
に
際
し
て
、
高
等
官
自
身
が
「
教
育
畠
」
の
経

歴
を
聴
講
し
、
自
己
規
定
し
な
が
ら
、
「
異
分
子
」
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
顕
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
「
教
育
畠
」
に
焦
点
を
あ
て
る
こ

と
で
、
近
代
日
本
の
教
育
行
政
は
「
治
安
的
な
発
想
」
に
よ
っ
た
、
と
い
う
従
来
の
視
角
は
再
考
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
八
巻
三
号
　
一
一
〇
〇
五
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
代
日
本
に
お
け
る
教
育
行
政
の
中
枢
は
、
文
部
省
に
よ
っ
て
撫
わ
れ
て
き
た
。
高
等
教
育
会
議
の
よ
う
な
諮
問
機
関
や
他
省
庁
の
関
与
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

見
逃
せ
な
い
も
の
の
、
と
り
わ
け
省
内
上
層
の
文
部
省
高
等
官
を
中
心
に
、
教
育
に
関
わ
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
案
件
が
処
理
・
遂
行
さ
れ
て
ゆ

く
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
し
か
し
、
教
育
行
政
史
研
究
に
お
い
て
、
文
部
省
高
等
官
の
果
た
し
た
役
割
を
重
視
す
る
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
れ
は
彼
ら
が
、
文
部



近代fi本の文部省人事構造（鄭）

大
臣
（
以
下
、
文
相
と
略
記
）
の
指
揮
を
仰
ぐ
の
み
の
全
く
受
け
身
の
存
在
と
見
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
傾
向
は
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
明
治
中
後
期
を
対
象
と
し
た
研
究
に
顕
著
で
あ
る
。
森
有
礼
や
井
上
毅
ら
文
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
彼
ら
と
濃
密

な
関
係
を
持
っ
た
特
定
の
官
僚
の
動
き
だ
け
が
分
析
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
に
は
、
文
部
省
生
え
抜
き
の
官
僚
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。
佐
藤
秀
夫
は
、
文
部
省
に
幹
部
職
員
を
採
用
す
る
独
自

の
制
度
が
な
か
っ
た
た
め
、
大
多
数
の
高
等
官
は
内
務
省
か
ら
配
属
さ
れ
て
き
た
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
文
部
省
の
幹
部
職
員
の
大
多
数
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
治
安
的
な
発
想
」
か
ら
学
校
教
育
を
捉
え
る
内
務
官
僚
出
向
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
で

文
部
省
高
等
官
は
、
個
性
の
強
い
文
相
や
、
他
の
省
庁
人
事
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
従
属
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
明
治
三
四
年
、
元
文
部
次
官
木
場
弦
長
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
　
以
て
之
を
代
ふ
こ
と
が
出
来
ず
し
て
遂
に
革
新
の
実
を
挙
ぐ
る
に
最
も
困
難
を
見
る
の
で
あ
る
。
〔
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
〕

　
文
相
は
他
と
違
っ
て
部
下
を
統
率
す
る
上
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
教
育
行
政
の
専
門
性
が
高
く
、
更
迭
が
容
易
で
は
な
い
、
と
い
う
。
こ

の
木
場
の
言
葉
は
、
文
部
省
人
事
が
他
の
省
庁
と
の
横
断
（
横
滑
り
）
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
人
材
が
政
策
の
運
営
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

た
こ
と
、
さ
ら
に
人
事
に
お
け
る
文
相
の
影
響
力
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
佐
藤
の
指
摘
と
は
異
な
っ
た
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
実
相
を
見
極
め
る
に
は
、
ま
ず
は
文
部
省
の
人
事
（
職
員
の
進
退
、
異
動
、
そ
の
影
響
な
ど
）
構
造
を
具
体
的
に
追
究
す
る
必
要
が

文
部
大
臣
は
、
又
内
に
対
し
て
も
他
の
大
臣
と
異
に
し
て
、
部
下
駕
御
の
上
に
付
て
も
、
少
か
ら
ぬ
困
難
が
あ
る
。
教
育
家
は
多
く
は
専
門
の
人
々
で
あ

っ
て
、
他
の
官
吏
な
ど
と
は
大
い
に
其
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
其
の
専
門
に
忠
実
の
結
き
一
方
に
偏
す
る
の
傾
き
が
あ
っ
て
、
又
自
己
の

意
見
を
確
守
し
て
動
か
ず
、
大
臣
の
指
命
を
冷
眼
を
以
て
之
を
迎
へ
、
己
の
心
裡
に
問
ひ
蹄
に
落
つ
れ
ば
之
に
従
ふ
も
、
腋
に
落
ち
ざ
れ
ば
柾
げ
て
之
に

服
従
す
る
や
う
な
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。
文
部
大
臣
が
一
定
の
方
針
を
以
て
之
に
臨
む
も
、
或
は
之
に
応
ず
る
者
が
無
い
、
或
は
之
に
応
ぜ
ぬ
者
が
出

来
て
来
る
、
其
の
応
ぜ
ざ
る
者
は
他
の
省
に
於
て
は
之
を
更
迭
せ
し
め
て
他
人
を
以
て
之
に
代
ふ
こ
と
が
出
来
る
が
、
教
育
部
内
の
人
は
容
易
に
他
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
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⑥

あ
ろ
う
。
そ
の
分
析
の
重
要
性
を
示
す
貴
重
な
研
究
と
し
て
、
米
田
俊
彦
の
業
績
が
あ
る
。
米
田
は
中
学
校
令
成
立
過
程
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
構
想
が
交
錯
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
人
員
の
異
動
が
そ
の
政
策
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
も
、
論
証
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
米
田
の
研
究
に
お
い
て
も
、
入
事
の
基
礎
構
造
は
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
文
部
省
高
等
官
の
入
事
動
向
の
解
明
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
な
検
討
対
象
は
、
『
職
員
録
』
、
『
文
部
省
歴
代
職
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

録
隠
に
記
載
さ
れ
た
文
部
省
高
等
官
就
任
歴
を
持
つ
者
と
す
る
。
時
期
的
に
は
、
明
治
一
九
年
二
月
に
「
各
省
官
制
通
則
」
と
「
文
部
省
官

制
」
の
制
定
に
よ
っ
て
人
的
構
成
の
制
度
的
整
備
が
行
わ
れ
た
時
点
か
ら
、
文
官
高
等
試
験
（
以
下
、
高
文
と
略
記
）
合
格
者
の
局
長
就
任
が
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

着
し
始
め
る
明
治
四
五
年
ま
で
と
す
る
（
な
お
、
本
文
中
の
年
代
表
記
に
お
い
て
年
号
が
明
治
の
場
合
は
以
下
そ
れ
を
省
略
）
。
第
…
章
で
は
、
文
部
省

高
等
官
に
関
す
る
職
制
・
員
数
の
両
側
面
か
ら
、
機
構
の
枠
組
み
と
推
移
を
検
証
す
る
。
次
に
第
二
章
で
は
、
高
等
官
自
身
に
よ
る
回
想
録
な

ど
を
も
と
に
、
採
用
の
実
態
と
構
成
員
の
変
化
を
さ
ぐ
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
次
官
、
局
長
ご
と
に
構
成
員
の
異
動
を
考
察
す
る
。
以
上

の
作
業
か
ら
、
文
部
省
が
い
わ
ゆ
る
「
教
育
畠
」
と
自
己
規
定
す
る
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
検
討
は
、
文
部
省
の
構
造
的
把
握
、
ひ
い
て
は
近
代
日
本
に
お
け
る
教
育
行
政
の
動
向
を
読
み
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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①
門
文
部
官
僚
」
と
い
う
語
の
指
す
範
囲
は
き
わ
め
て
幅
広
く
、
ま
た
十
分
な
定

　
義
も
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
濫
用
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
濫

　
網
を
戒
め
る
意
味
も
込
め
、
文
部
次
官
以
下
・
奏
任
官
以
上
の
高
等
宮
を
さ
す

　
「
文
部
省
高
等
官
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。

②
　
鈴
木
博
雄
編
『
日
本
近
代
教
育
史
の
研
究
撫
（
転
学
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
一

　
七
頁
）
。

③
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
中
野
実
が
初
代
文
部
次
官
辻
新
次
研
究
の
現
状
を
踏
ま

　
え
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
辻
研
究
は
、
文
部
行
政
の
形
成
・
確
立
過

　
稚
に
お
け
る
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
並
び
に
人
脈
に
関
す
る
研
究
課
題
に
つ
ら
な

　
る
。
〔
中
略
〕
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
右
の
よ
う
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
専
ら

　
大
臣
を
中
心
に
据
え
た
、
い
わ
ば
メ
イ
ン
リ
ー
ダ
ー
（
明
治
時
代
で
い
え
ば
田
中

　
不
二
麿
、
大
木
喬
任
、
森
有
礼
、
井
上
毅
な
ど
）
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
実
際
の
教

　
育
行
政
に
あ
た
っ
て
は
、
多
数
の
実
務
官
僚
、
属
吏
を
必
要
と
し
、
彼
ら
は
決
し

　
て
藩
閥
に
よ
っ
て
性
格
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
（
安
倍
季
雄
編
隅
伝
認
叢

　
書
二
〇
　
男
爵
辻
新
次
翁
撫
大
空
社
、
一
九
八
七
年
、
一
六
頁
）
。

④
佐
藤
秀
爽
「
文
部
官
僚
と
し
て
の
沢
柳
政
太
郎
扁
（
『
沢
柳
政
太
郎
全
集
嚇
別
巻
、

　
皿
九
七
九
年
）
。
た
だ
、
大
学
新
卒
で
文
部
省
に
入
り
次
官
ま
で
昇
り
つ
め
た
沢

　
柳
政
太
郎
に
つ
い
て
は
、
「
治
安
的
な
発
想
」
で
は
な
く
教
育
内
容
を
重
視
し
て

　
い
た
点
な
ど
か
ら
、
特
殊
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

⑤
木
場
貞
長
「
理
想
の
文
部
大
臣
扁
（
『
教
育
界
臨
第
八
糞
二
号
、
一
九
〇
九
年
一



　
月
一
日
）
。

⑥
最
近
の
官
僚
研
究
は
、
官
僚
機
構
の
制
度
だ
け
で
な
く
、
人
事
の
進
展
を
検
討

　
し
た
上
で
そ
の
組
織
と
機
能
、
運
用
の
変
遷
を
考
察
す
る
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
。

　
波
形
昭
一
、
堀
越
芳
昭
編
『
近
代
日
本
の
経
済
宮
僚
』
（
日
本
経
済
評
論
社
、
二

　
〇
〇
〇
年
）
、
鈴
木
淳
編
『
工
部
省
と
そ
の
時
代
輪
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二

　
年
）
な
ど
が
そ
れ
に
当
る
。
し
か
し
、
対
象
が
主
要
省
庁
の
官
僚
や
技
術
官
僚
に

　
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
官
僚
全
般
に
関
し
て
は
、
秦
郁
彦
『
官
僚

　
の
研
究
蜘
（
講
談
社
、
一
九
八
三
年
）
、
竹
内
洋
明
学
歴
貴
族
の
栄
光
と
挫
折
蜘

　
（
中
央
公
論
薪
社
、
【
九
九
九
年
）
、
水
谷
三
公
『
官
僚
の
風
貌
匝
（
同
前
）
も
参

　
照
。

⑦
米
田
俊
彦
糊
近
代
日
本
中
学
校
制
度
の
確
立
i
法
制
・
教
育
機
能
・
支
持
基

　
盤
の
形
成
扁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
。

⑧
噸
明
治
・
大
正
・
昭
和
官
員
録
・
職
員
録
集
成
価
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
マ

　
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
、
一
九
九
〇
年
刊
行
）
と
噸
文
部
省
歴
代
職
員
録
睡
（
文
部

　
雀
大
臣
窟
房
人
事
課
、
一
九
七
六
年
三
月
）
を
手
が
か
り
に
高
等
官
の
実
員
を
把

　
黙
す
る
。
彼
ら
の
経
歴
は
、
主
に
叫
教
育
時
論
撫
、
勝
田
皿
編
咽
帝
国
大
学
出
身

　
名
鑑
暁
（
校
友
調
査
会
、
一
九
三
二
年
）
、
原
田
登
編
『
帝
国
大
学
出
身
録
輪
（
帝

　
国
大
学
出
身
録
編
輯
所
、
一
九
一
＝
～
年
）
、
秦
郁
彦
編
即
戦
前
期
日
本
官
僚
制
の

　
制
度
・
組
織
・
人
事
隔
（
東
京
大
学
出
版
会
、
～
九
八
一
年
）
、
同
『
日
本
近
現
代

　
人
物
履
歴
事
典
藤
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
、
唐
沢
富
太
郎
『
貢
進
生

　
幕
末
維
新
期
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
〇
年
）
、
闘
枢
密
院
高

　
等
官
履
歴
瞼
（
一
睡
山
泓
雨
脚
†
出
版
ム
ム
、
　
一
九
九
⊥
ハ
～
九
七
な
や
）
　
に
ド
拠
っ
た
。

⑨
明
治
二
六
年
一
〇
旦
三
日
勅
令
｝
九
七
号
門
文
官
任
用
令
及
び
文
官
試
験
規

　
則
」
が
公
布
さ
れ
、
奏
任
官
は
高
文
合
格
者
の
中
か
ら
任
用
さ
れ
る
原
則
が
確
立

　
し
た
。
文
部
省
に
お
い
て
は
同
四
五
年
五
月
段
階
で
、
松
浦
鎮
次
郎
（
奪
門
学
務

　
局
長
）
、
田
所
美
治
（
普
通
学
務
局
長
）
、
赤
司
鷹
一
郎
（
維
新
史
料
編
纂
事
務
局

　
長
）
が
高
文
出
身
者
。

第
一
章
　
機
構
の
枠
組
み
と
推
移

近代日本の文部省人事構造（鄭）

第
一
節
職
制
と
定
員

　
明
治
中
後
期
の
高
等
官
を
め
ぐ
る
職
制
は
頻
繁
に
改
廃
・
再
編
が
行
わ
れ
た
。
本
節
で
は
、
ま
ず
基
礎
的
考
察
と
し
て
高
等
官
が
ど
の
よ
う

に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
組
織
の
枠
組
み
を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
め
る
。
一
九
年
二
月
二
六
日
に
発
布
さ
れ
た
「
各
省
官
制
通
則
」

に
よ
れ
ば
、
文
部
省
高
等
官
と
は
、
次
富
、
局
長
、
局
次
長
、
書
記
官
、
参
事
官
、
秘
書
官
を
指
し
、
そ
の
後
「
文
部
省
官
制
」
で
視
学
宮

三
六
年
一
〇
月
廃
止
、
三
〇
年
一
〇
月
再
設
置
）
が
そ
こ
に
加
わ
る
。
以
後
、
官
制
が
改
正
さ
れ
て
部
課
の
変
遷
と
と
も
に
、
宮
職
の
設
置
と
廃

止
、
定
員
の
増
減
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
文
部
技
師
（
二
〇
年
五
月
任
命
）
、
学
校
衛
生
主
事
三
九
年
五
月
設
置
、
三
六
年
｝
二
月
廃
止
）
、
図
書
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①

審
査
官
（
三
〇
年
～
○
月
設
置
）
、
文
部
編
修
（
～
一
毛
年
五
月
設
櫨
）
な
ど
が
順
次
加
わ
る
。

　
こ
れ
ら
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
中
央
省
庁
に
共
通
す
る
宮
職
（
斎
宮
、
局
長
、
書
記
富
、
参
事
官
、
秘
書
窟
。
以
下
＝
般

職
」
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
文
部
省
だ
け
に
設
け
ら
れ
た
官
職
（
視
学
官
、
文
部
技
師
、
学
校
衛
生
主
事
、
図
書
審
査
官
、
文
部
編
修
。
以
下
「
技

能
職
」
）
で
あ
る
。

　
技
能
職
は
、
試
験
を
経
な
い
鐙
衡
任
用
（
教
富
、
技
術
官
は
高
文
委
員
の
最
寄
を
経
て
任
用
）
や
特
別
任
用
（
特
別
の
学
術
技
芸
を
要
す
る
者
を
同
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
方
法
で
登
用
）
の
官
職
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
官
職
ご
と
の
定
員
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
規
定
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
～
九
年
段
階
で
秘
書
富
、
書
記
官
、
参
事
官

は
、
「
定
員
ハ
各
省
ノ
二
二
就
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
さ
れ
、
定
員
を
決
め
る
の
は
各
省
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
；
二
年
三
月
二
七
日
に

は
、
「
第
三
四
条
各
省
専
任
参
事
官
専
任
書
記
官
薄
曇
セ
テ
八
名
以
下
ト
シ
其
定
員
ハ
各
省
官
制
ノ
部
二
就
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
改
正
さ
れ
（
勅

令
五
〇
号
「
各
省
宮
制
通
則
」
改
正
）
、
書
記
官
と
参
事
官
に
つ
い
て
は
専
任
の
定
員
数
が
明
記
さ
れ
始
め
る
。
そ
の
後
、
専
任
秘
書
官
の
定
員
も

「
第
；
二
条
各
省
専
任
秘
書
官
ハ
一
人
ト
ス
但
外
務
省
二
於
テ
ハ
専
任
二
人
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
」
（
二
六
年
へ
○
旦
三
日
勅
令
｝
二
二
号
「
各
省

富
制
通
則
」
改
正
）
と
明
記
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
三
〇
年
一
〇
月
専
任
視
学
富
、
専
任
技
師
、
専
任
図
書
審
査
富
が
そ
れ
ぞ
れ
七
人
、
四

人
、
五
人
と
定
め
ら
れ
る
。

　
専
任
翁
忌
規
定
の
効
力
は
、
；
二
年
に
規
定
さ
れ
て
か
ら
、
定
員
が
ほ
と
ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
文
部
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
こ
の
規
定
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
専
任
官
人
数
制
限
条
項
が
初
め
て
盛
り
込
ま
れ
た
二
三
年
三
月
の
「
各
省
宮
制
通
則
」

改
正
を
う
け
て
、
文
部
省
側
は
「
文
部
省
官
制
」
改
正
案
を
内
閣
に
提
出
す
る
際
に
、
以
下
の
よ
う
に
付
言
し
て
い
る
。

　
　
書
記
宮
ハ
総
務
局
ノ
分
課
従
来
ノ
侭
ニ
チ
モ
四
人
ヲ
要
シ
候
虞
此
回
改
革
ノ
上
腿
編
輯
局
ヲ
廃
シ
其
事
務
ヲ
モ
総
務
局
ノ
一
課
ト
ナ
ス
ニ
付
テ
ハ
更
二
一

　
　
人
ヲ
要
ス
ヘ
キ
ナ
レ
ト
モ
制
限
ア
ル
ヲ
以
テ
已
ヲ
得
ス
四
人
二
止
野
寺
ル
ナ
レ
ハ
此
上
ノ
減
員
ハ
到
底
出
来
兼
候
又
参
事
官
ニ
ハ
従
来
文
部
省
二
於
テ
ハ

　
　
法
規
上
二
関
ス
ル
コ
ト
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
各
局
ノ
事
務
支
梧
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
タ
メ
各
局
調
査
ノ
諸
文
案
ヲ
審
査
セ
シ
メ
其
事
務
繁
多
ニ
シ
テ
少
ク
ト
モ
専
任
五
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④

　
　
人
ヲ
要
ス
ヘ
キ
見
込
ナ
レ
ト
モ
制
限
ア
ル
ニ
依
リ
摘
入
二
品
メ
ル
ナ
レ
国
是
亦
此
上
ノ
減
員
ハ
相
成
兼
候

　
こ
の
文
書
は
、
書
記
官
、
参
事
官
そ
れ
ぞ
れ
四
名
以
下
へ
の
減
員
は
無
理
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
部
省
側
は
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
省
内
外
に
本
職
を
持
つ
者
が
省
務
を
兼
任
す
る
兼
任
官
の
人
数
も
明
記
し
よ
う
と
試
み
た
。
同
年
六
月
二
～
日
に
発
布
さ
れ
た

勅
令
第
一
〇
一
号
「
文
部
省
官
制
」
改
正
で
は
記
述
が
削
除
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
草
案
に
は
「
文
部
省
二
専
任
参
事
宮
四
人
兼
任
参
事
官
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
ヲ
置
キ
奏
任
ト
シ
」
の
よ
う
に
兼
任
参
事
官
に
つ
い
て
も
記
述
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
果
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
兼
任
官
は
定
員
だ
け

で
な
く
規
定
も
な
い
ま
ま
実
在
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
高
等
官
を
、
面
輔
と
の
横
断
性
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
任
用
枠
の
中
で
も
技
能
職
は
横
滑
り
が
難
し

か
っ
た
。
一
方
、
枠
外
の
兼
任
官
に
つ
い
て
は
、
実
例
一
つ
一
つ
に
当
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
明
治
中
後
期
に
わ
た
っ
て
兼
任
官
と
し
て
名
簿

に
載
っ
て
い
る
の
は
二
八
名
で
、
そ
の
本
職
は
ほ
と
ん
ど
が
帝
国
大
学
（
以
下
、
帝
大
と
略
記
）
文
科
、
同
農
科
、
高
等
師
範
学
校
、
女
子
高
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

師
範
学
校
、
高
等
工
業
学
校
、
高
等
商
業
学
校
、
東
京
音
楽
学
校
、
高
等
中
学
校
と
い
う
文
部
省
直
轄
学
校
の
教
授
・
学
校
長
で
あ
っ
た
。
つ

ま
似
兼
任
官
職
は
人
事
慣
行
上
・
定
員
の
枠
外
で
・
文
部
関
係
以
外
の
省
庁
か
ら
人
を
入
れ
る
ル
ー
ト
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
勧
・

第
二
節
　
人
員
構
成
の
推
移

　
高
等
官
に
規
定
外
の
兼
任
官
が
実
在
し
た
よ
う
に
、
高
等
富
の
分
布
や
推
移
に
つ
い
て
は
人
数
と
陣
容
と
い
う
実
態
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

高
等
官
定
数
に
対
す
る
規
定
が
専
任
高
等
宮
数
だ
け
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
専
任
高
等
官
の
増
減
か
ら
検
討
を
始
め
る
（
門
表
一
】
）
。

二
三
年
以
前
は
、
専
任
高
等
官
は
二
〇
名
を
越
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
四
年
忌
ら
三
〇
年
ま
で
は
二
〇
名
以
下
に
減
り
、
最
も
少
な
い
と

き
は
一
一
茗
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
三
二
年
か
ら
は
再
び
二
〇
名
を
越
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
一
〇
厚
総
に
は
三
〇
名
を
上
回
る

様
相
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
推
移
は
、
文
部
省
内
に
お
け
る
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
つ
は
、
機
構
の
変
遷
で
あ
る
。
一
九
年
二
月
時
点
で
は
、
大
臣
官
房
、
学
務
局
、
編
輯
局
、
会
計
局
が
あ
り
、
翌
年
の
一
〇
月
に
は
学
務

35　（359）



官職別の人数

技　能　職 そ　の　他

視学官 技師 図書審査官 学校衛生主事 文部編修 合計 試補 その他

5 5

5 2 7

5 2 7 注1

5 2 7

5 2 7 4

5 ユ 6 3

4 1 5 ユ

2 2

2 2

2 2

2 ユ 3

4／2 2 1／2 ユ 8／4

5／4（1） 2 3／3（1） 0／ユ（1） 10／8（3）

5／6（3） 4／1（1） 3／4（2） 1 ユ3／U（6）

4／5（3） 4／1（1） 2／5（1） 1 11／11（5）

5／2（2） 4 3／4 1 13／6（2）

4／4（4） 4 4／4 12／8（4）

4／2（2） 3 3／1 10／3（2）

5／1（1） 3 3／1 4 15／2（！）

4／4（4） 3 3／1 5 15／5（4）

5／4（4） 3 2／1 5 15／5（4）

5／3（3） 5／1（1） 2／2（ユ） 5 17／6（5）

9／3（3） 6／1（ユ） 2／3（1） 5 22／7（5）

ユ0／2（2） 7／1（ユ） 2／4（1） 4 23／7（4）

U／3（3） 8／1（1） 2／3 3／1 24／8（4）

U／2（2） 4 2／3 3／1 20／6（2） 2
閣　、ｳ4
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【表一】高等官

一　般　職
調査年月

次官 秘轡官 参事官 書記官 局長 その他 合計

明治19．ll 1 2 5／2 5／2（1） 3 16／4（1）

明治20．ユ1 1 1 6／1 6／1（1） 3 17／2（1）

明治21．12 1 1 7 6／1（ユ） 3 18／1（ユ）

明治22．ユ2 1 2 6 4／1（1） 4 17／1（1）

明治23．12 1 2／2 4／2（2） 4 3 14／4（2）

明治24．12 1 2 2／5（3） 3／2（1） 2 lG／7（4）

明治26．1 1 2 2／2（1） 2／ユ 2 9／3（1）

明治27．1 1 1 4／4（3） 2／1 2 10／5（3）

明治27．12 工 1 5／5（4） 2／1 2 1工／6（4）

明治28．ユ1 1 1／1 5／5（5） 1 2 10／6（5）

明治29．11 1 1／1 5／3（3） 1／1（1） 2 10／5④

明治30．ユ1 ユ 1／1 4／4（1） 2／1（ユ） 1／2（1） 9／8（3）

明治32．2 1 1／1 3／2 3 2 10／3

明治33，4 ユ 1／1 3／4 3／ユ 2／1
亀　、ｳ2 11／7

明治34．4 1 1／ユ 3／4 3／1 3
馳　、

f圧3 12／6

明治35．5 1 1／1 3／5（1） 3 3 11／6ω

明治36．5 ユ 1／1 3／5（1） 3 3 11／6（ユ）

明治37．5 1 ユ／1 3／2（1） 2 3 10／3（1）

明治38．5 1 1／1 2／2（1） 2 3 9／3（1）

明治39．5 0 1／ユ 2／2（ユ） 2 2／1 7／4（工）

明治40．5 ！ 1／1 2／3（1） 2 3 9／4（1）

明治4ユ。5 1 1／1 3／3（1） 2 3 10／4（ユ）

明治42．5 1 1／1 3／4（1） 2／工 3 10／6（1）

明治43．5 ユ 1／2 3／3（エ） 2／1 3 10／6（1）

明治44．5 1 1／2 3／4（ユ） 2／1 3 10／7（ユ）

明治45．5 1 1／2 2／5（1） 2／1 4 10／8（1）

（附言己）　即識員婁景壽から寧掌出。

・一 ﾊ職は中央省庁に共通する官職、技能職は文部省だけに設けられた官職を示す。

・項目内の数値は　専任者数／兼任者数（兼任者中で、本職を文部本省の他で持つ人数）を示す。

・／がなく数字だけがあるのは、専任者だけが在任したものを示す。

・注1．久保春景普通学務局次長が局長業務代行

　注2．参与官岡田良平

　注3．官房長官重醐蕉五郎

　注4．維新史料編纂事務局長赤司鷹一一郎
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局
が
専
門
学
務
局
と
普
通
学
務
局
に
分
離
さ
れ
る
。
；
二
年
六
月
に
編
輯
局
が
廃
止
さ
れ
、
大
臣
官
房
の
他
に
三
局
が
軸
に
な
っ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
二
四
年
八
月
か
ら
三
〇
年
～
○
月
ま
で
の
文
部
省
機
構
は
大
臣
宮
房
、
専
門
学
務
局
、
普
通
学
務
局
だ
け
で
運
営
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

二
六
年
一
一
月
一
〇
日
時
点
で
は
大
臣
官
房
の
中
の
報
告
課
が
文
書
課
へ
吸
収
さ
れ
、
秘
書
課
、
文
書
課
、
会
計
課
、
図
書
課
だ
け
で
構
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
、

れ
、
こ
の
時
期
が
機
構
と
し
て
一
番
簡
略
化
さ
れ
る
。
三
〇
年
一
〇
月
以
降
は
一
時
期
を
の
ぞ
く
と
大
臣
官
房
、
専
門
学
務
局
、
普
通
学
務
局
、

実
業
学
務
局
が
基
本
軸
で
、
図
書
局
が
た
び
た
び
廃
止
さ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
技
能
職
の
設
置
と
廃
止
で
あ
る
。
｝
八
年
…
二
月
に
設
置
さ
れ
た
視
学
官
が
二
六
年
｝
○
月
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
で
、
二
七

年
前
後
に
一
二
、
一
三
名
に
ま
で
専
任
高
等
宮
数
が
減
少
す
る
。
し
か
し
、
三
〇
年
一
〇
月
六
日
に
視
学
官
が
再
置
、
図
書
審
査
官
も
設
置
さ

れ
、
毎
年
四
～
五
名
の
視
学
官
と
二
～
四
王
の
図
書
審
査
宮
が
在
任
す
る
よ
う
に
な
る
。
三
七
年
五
月
二
カ
日
に
文
部
編
修
が
設
置
さ
れ
、
毎

年
四
～
難
名
が
務
め
る
と
、
こ
れ
ら
の
設
置
で
、
高
等
官
数
は
二
〇
～
二
五
名
の
範
囲
に
移
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
四
一
年
段
階
ま
で
は

五
名
以
下
だ
っ
た
視
学
官
が
、
以
降
は
平
均
一
〇
名
と
倍
増
し
、
平
均
四
名
以
下
だ
っ
た
文
部
技
師
も
四
二
年
に
六
名
、
翌
年
七
名
、
翌
々
年

に
は
八
名
に
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
等
宮
総
数
は
三
〇
名
を
越
え
る
範
囲
に
推
移
す
る
。
ち
な
み
に
、
常
置
さ
れ
て
い
た
参
事
官
と
書
記

官
の
合
計
数
は
、
二
二
年
以
前
に
一
〇
名
を
越
え
て
い
た
が
、
翌
年
か
ら
減
少
さ
れ
四
名
ま
で
に
な
っ
た
。
ま
た
、
二
七
年
一
月
以
降
、
平
均

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

六
名
へ
と
推
移
す
る
が
、
そ
の
一
〇
年
後
は
再
び
減
少
し
て
、
四
～
五
千
が
務
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
〇
年
以
降
に
な
る
と
、
～
般
職
の
人

員
が
減
少
す
る
一
方
で
、
鎗
衡
任
用
や
特
別
任
用
に
よ
っ
て
登
用
さ
れ
る
技
能
職
が
設
置
、
増
員
さ
れ
、
他
の
省
庁
か
ら
の
異
動
は
も
っ
と
困

難
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
高
等
官
の
陣
容
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
先
述
し
た
木
場
が
語
る
他
省
と
の
横
断
性
の
少
な
さ
は
、
は
た
し
て
実
態
に
そ
う
も

の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
異
動
が
文
部
省
内
で
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
重
点
を
置
く
た
め
、
前
年
と
同
じ
職
務
に
留
任
す

る
者
と
、
文
部
省
内
で
配
置
替
え
を
さ
れ
た
者
と
を
合
わ
せ
て
、
勤
続
者
と
し
て
数
え
る
。
そ
し
て
、
本
職
が
文
部
省
高
等
官
な
の
か
否
か
を

基
準
に
転
入
者
、
転
出
者
を
計
上
す
る
と
、
【
表
ニ
ー
工
】
の
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
門
表
二
一
1
】
に
基
づ
い
て
、
勤
続
者
の
比
重
を
グ
ラ
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　　　　　　　　【表ニー1】　専任高等官の省内外異動

調査年月 留任者数 転入者数 専任高等官数 転出者数

明治20．11 19 5 24 2

明治21．ユ2 20 6 26 4

明治22．12 2ユ 3 24 5

明治23．12 ユ9 2 21 5

明治24．12 12 4 16 9

明治26．1 9 5 14 7

明治27．1 5 7 12 9

明治27．ユ2 ll 2 13 1

明治28，11 10 2 12 3

明治29．11 10 3 13 2

明治30．ll 6 11 17 7

明治32．2 9 11 20 8

明治33．4 15 9 24 5

明治34．4 19 4 23 5

明治35．5 15 9 24 8

明治36．5 18 5 23 6

明治37．5 i7 3 20 6

明治38．5 ユ9 5 24 1

明治39．5 20 2 22 4

明治40，5 20 4 24 2

明治4ユ．5 20 7 27 4

明治42．5 20 ユ2 32 7

明治43．5 31 2 33 1

明治44．5 31 3 34 2

明治45．5 28 3 31 6

明治20．11

明治21．！2

明治22．12

明治23．12

明治24．12

明治26，1

明治27．1

明治27．12

明治28．11

明治29．ll

明治30．11

明治32．2

明治33．4

明治34．4

明治35．5

明治36．5

明治37．5

明治38．5

明治39．5

明治40．5

明治41．5

明治42．5

明治43．5

明治44．5

明治45．5
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【表ニーH】　専任高等官の省内外異動グラフ

oo／o soo／．

團勤続者数
〔コ転入者数

100e／．

フ
に
し
た
も
の
が
【
表
ニ
ー
H
】
で
あ
る
。



　
【
表
ニ
ー
亘
】
で
わ
か
る
よ
う
に
、
勤
続
者
数
が
急
減
し
て
（
平
均
は
七
六
％
）
、
半
数
以
下
と
な
る
時
点
が
三
つ
あ
る
。
二
七
年
一
月
、
三

〇
年
＝
月
、
三
二
年
二
月
で
あ
る
。
省
内
体
制
は
、
こ
れ
ら
の
時
点
で
前
年
と
大
き
く
変
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
ま
ず
二
七
年
一
月
は
、
行
政
整
理
と
と
も
に
人
事
棚
新
と
い
う
課
題
に
対
応
し
た
時
期
で
あ
る
。
文
相
就
任
直
後
の
井
上
毅
が
伊
藤
博
文
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

送
っ
た
書
簡
に
「
法
馬
汐
入
を
得
候
事
第
一
之
緊
急
二
有
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
事
三
新
は
緊
急
事
項
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
井
上
は
牧
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

伸
顕
、
木
下
広
次
、
嘉
納
治
五
郎
の
よ
う
な
同
郷
の
熊
本
出
身
者
や
親
睦
の
深
い
人
物
を
登
用
し
た
。
井
上
の
人
事
戦
略
は
、
個
人
的
な
人
脈

を
行
使
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
牧
野
以
外
に
は
、
以
前
か
ら
教
育
界
に
い
た
者
を
登
用
し
た
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
次
に
、
三
〇
年
＝
月
段
階
は
、
文
相
蜂
須
賀
茂
詔
が
、
元
内
務
省
土
木
局
長
都
筑
馨
六
や
内
務
省
社
寺
局
長
安
広
伴
一
郎
を
登
用
し
た
こ

と
で
教
育
界
内
外
に
波
紋
を
起
こ
し
、
そ
の
結
果
、
都
筑
、
安
広
そ
し
て
蜂
須
賀
さ
え
も
更
迭
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、

騒
動
の
最
大
原
因
は
蜂
須
賀
、
都
筑
、
安
広
と
も
に
教
育
の
門
外
漢
で
あ
る
点
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
三
二
年
二
月
段
階
は
海
軍
出
身
の
文
相
樺

山
資
紀
が
、
元
文
相
の
外
山
正
一
の
意
見
に
従
っ
て
、
沢
柳
政
太
郎
、
上
田
万
年
を
高
等
官
五
等
か
ら
二
等
へ
と
特
進
さ
せ
て
局
長
に
抜
擢
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
こ
と
が
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
時
点
で
の
異
動
は
、
文
相
の
交
代
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
で
は
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
、
単
純
に
大
臣
と
個
人
的
な
関
係
に
よ

る
も
の
と
一
括
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
、
三
〇
年
の
異
動
は
従
来
教
育
行
政
と
縁
が
な
か
っ
た
者
を
登
用
し
よ
う
と
し
て
、
文
部

省
高
等
官
や
そ
の
経
験
者
か
ら
反
対
に
遭
っ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
他
の
時
期
と
は
明
確
に
違
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
本
章
で
は
高
等
官
に
教
育
家
・
教
育
関
係
者
を
登
用
す
る
仕
組
み
が
三
〇
年
以
降
に
技
能
職
の
設
置
、
増
員
に
よ
っ
て
確
立
す
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
こ
の
確
立
は
、
一
般
職
候
補
者
と
技
能
職
候
補
者
と
の
区
分
を
も
た
ら
す
面
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
他
説
か
ら
横

滑
り
で
入
省
す
る
ケ
ー
ス
は
少
な
か
っ
た
上
、
難
し
く
な
っ
て
い
く
。
三
〇
年
に
起
き
た
文
部
省
高
等
官
、
経
験
者
に
よ
る
人
事
反
対
運
動
は

い
わ
ゆ
る
「
縦
割
り
」
行
政
と
い
う
性
質
が
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た
事
件
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
次
章
に
述
べ
る
が
、
高
等
宮
が
文
部
省
の

状
況
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
た
の
か
は
注
目
に
値
す
る
。
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①
　
文
部
省
高
等
官
に
関
す
る
規
定
は
、
『
法
令
全
書
無
お
よ
び
、
『
明
治
以
降
教
育

　
制
度
発
達
照
臨
（
教
育
史
編
纂
会
、
一
九
六
四
年
）
、
「
各
省
官
制
通
則
扁
・
「
文

　
部
省
官
制
」
『
公
文
類
聚
睡
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
に
拠
る
。
ま
た
、
「
視
学
制

　
度
に
関
す
る
調
査
一
沿
革
、
現
状
、
見
通
し
…
」
（
文
部
省
調
査
局
調
査
課
、

　
一
九
四
九
年
）
、
鈴
木
博
雄
編
『
日
本
近
代
教
育
史
の
研
究
』
（
振
学
出
版
、
一
九

　
九
〇
年
）
、
富
本
雅
明
「
明
治
期
に
お
け
る
文
部
省
営
繕
組
織
の
構
成
と
沿
革

　
i
高
等
教
育
施
設
の
史
的
研
究
（
一
）
」
（
『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』
第

　
二
九
二
号
、
一
九
八
○
年
）
、
森
本
稔
「
明
治
期
の
学
校
衛
生
一
学
校
衛
生
関

　
係
諸
制
度
の
設
置
と
そ
の
経
過
に
つ
い
て
」
（
『
天
理
大
学
学
報
』
第
三
四
巻
第
四

　
号
、
～
九
八
三
年
）
を
参
照
。

②
た
だ
、
視
学
官
の
任
用
規
定
は
一
貫
し
て
い
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
文
部

　
省
視
学
窟
は
、
一
九
年
　
一
月
段
階
で
は
他
の
奏
任
官
と
同
じ
く
、
基
本
的
に
試
験

　
を
経
た
も
の
が
登
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
〇
年
に
再
設
置
さ
れ
る
際
、
鐙

　
衡
を
経
て
の
任
用
と
な
り
（
同
年
一
〇
月
九
日
勅
令
～
二
四
五
号
）
、
さ
ら
に
、
三

　
二
年
六
月
一
五
日
に
は
特
別
任
用
令
が
発
布
さ
れ
、
資
格
が
明
示
さ
れ
る
。
そ
の

　
資
格
と
は
、
直
轄
学
校
長
、
直
轄
奏
任
教
官
を
二
年
以
上
務
め
た
者
、
あ
る
い
は
、

　
三
年
以
上
師
範
学
校
長
、
官
立
公
立
中
学
校
長
、
官
立
公
立
高
等
女
学
校
長
、
官

　
立
公
立
実
業
学
校
長
で
か
つ
一
年
以
上
府
県
視
学
官
に
在
任
し
た
者
と
い
う
職
歴

　
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

③
専
任
官
任
用
の
制
限
が
行
わ
れ
る
前
は
定
員
が
満
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

　
制
限
が
行
わ
れ
た
以
降
は
ほ
と
ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
一
年
三
月
以

　
降
は
技
師
と
視
学
官
そ
れ
ぞ
れ
に
定
員
の
倍
が
在
任
、
図
書
審
査
宮
は
定
員
が
満

　
た
さ
れ
て
い
な
い
。

④
噸
公
文
類
聚
三
面
｝
四
白
、
明
治
二
三
年
第
五
巻
官
職
二
・
職
制
章
程
二
。

⑤
　
同
前
。

⑥
本
職
が
直
轄
学
校
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
は
六
名
で
、
華
族
女
学
校
教
授
椿
藁

　
一
郎
、
東
京
府
視
学
官
・
東
京
府
事
務
宮
岡
五
郎
、
陸
軍
教
授
牧
瀬
五
一
郎
、
上

　
田
蚕
糸
専
門
学
校
長
針
塚
長
太
郎
、
衆
議
院
書
記
官
佐
脇
安
文
、
拓
殖
務
轡
記
官

　
白
襟
武
で
あ
る
。
こ
れ
ら
ほ
と
ん
ど
が
奪
任
富
と
し
て
の
前
歴
を
持
っ
て
い
た
。

　
兼
任
宮
の
兼
任
先
は
、
三
二
年
を
境
に
し
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前

　
に
は
憲
に
参
事
官
、
書
記
官
を
兼
任
し
て
い
た
の
に
対
し
、
以
後
は
牧
瀬
五
一
郎

　
を
除
く
全
員
が
技
能
職
を
務
め
て
い
る
。

⑦
こ
の
他
に
奏
任
官
に
準
ず
る
試
補
に
対
す
る
規
定
も
あ
る
が
、
文
部
省
に
試
補

　
が
潰
か
れ
た
時
期
は
こ
三
年
、
二
四
年
と
四
五
年
に
限
ら
れ
、
文
部
省
に
お
い
て

　
試
補
は
高
等
官
候
補
者
確
保
の
ル
ー
ト
と
し
て
は
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
か
っ
た

　
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑧
三
一
年
二
月
か
ら
三
三
年
三
月
ま
で
は
、
大
臣
官
房
、
専
門
学
務
局
、
普
通

　
学
務
局
だ
け
で
運
営
さ
れ
て
い
た
。

⑨
参
事
富
は
視
学
宮
の
不
在
期
（
二
六
年
一
〇
月
か
ら
三
〇
年
一
〇
月
ま
で
）
に

　
「
通
則
二
揚
ク
ル
職
務
ノ
外
学
事
ノ
視
察
及
学
校
検
閲
ノ
事
ヲ
掌
ル
」
と
い
う
職

　
務
追
加
が
な
さ
れ
た
た
め
、
専
任
参
事
官
員
数
が
倍
増
し
て
い
る
。

⑩
「
明
治
二
五
年
＝
｝
月
二
三
日
長
谷
川
泰
の
質
問
」
（
安
部
磯
雄
編
輯
『
帝
国

　
議
会
教
育
議
事
総
覧
魅
厚
生
閣
蔵
版
、
～
九
三
三
年
）
。

⑪
二
六
年
四
月
二
五
日
付
伊
藤
博
文
宛
書
翰
、
『
井
上
毅
伝
』
史
料
編
第
四
（
國

　
學
院
大
學
図
書
館
、
一
九
六
六
年
、
二
二
八
頁
）
。

⑫
個
々
の
入
省
経
緯
に
関
し
て
は
、
大
津
淳
一
郎
『
大
日
本
憲
政
史
臨
第
一
〇
巻

　
（
原
書
房
、
～
九
七
〇
年
、
四
一
一
一
一
一
頁
）
、
「
教
育
家
と
し
て
の
嘉
納
治
五

　
郎
」
（
『
嘉
納
治
五
郎
大
系
』
第
一
〇
巻
、
本
の
友
社
、
一
九
八
八
年
、
二
三
…

　
頁
）
を
参
照
。
こ
の
様
子
を
『
読
売
新
聞
』
で
は
「
神
経
政
略
偏
と
題
し
た
記
事

　
で
評
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
井
上
の
動
き
は
あ
た
か
も
脳
が
神
経
を
使
っ

　
て
四
肢
五
富
に
命
令
を
伝
え
る
よ
う
に
、
自
分
の
側
近
で
あ
る
少
数
の
人
物
を
使

　
役
し
て
、
部
下
の
諸
学
校
を
自
由
自
在
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
詣
摘
し
、

　
井
上
の
性
質
か
ら
そ
の
人
事
の
様
態
を
評
し
て
い
る
（
「
神
経
大
臣
の
神
経
政
略
扁

　
㎎
読
売
新
聞
幅
一
八
九
三
年
九
月
～
五
日
付
）
。
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⑬
相
澤
煕
「
樺
山
文
相
の
入
訳
登
用
扁
（
『
日
本
教
育
百
年
史
談
』
学
芸
図
書
、
一

　
九
五
二
年
、
二
一
一
頁
）
、
石
川
謙
「
岡
醗
良
平
と
沢
柳
政
太
郎
」
（
岡
文
部
時

報
』
　
～
〇
二
一
百
写
、
　
｝
九
⊥
ハ
ニ
年
～
○
月
）
。
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第
二
章
　
進
退
・
良
己
規
定
－
回
想
録
の
中
で

第
［
節
　
入
省
ル
ー
ト
と
縁
故

　
こ
う
し
た
制
度
変
遷
の
下
で
、
文
部
省
高
等
官
は
ど
の
よ
う
に
し
て
文
部
省
へ
入
省
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
具
体
的
な
進
退
経
緯
を
自

叙
伝
や
回
想
録
な
ど
を
も
と
に
検
討
し
て
い
く
。

　
俳
人
と
し
て
有
名
な
内
藤
素
行
（
鳴
雪
）
は
、
一
三
年
七
月
文
部
省
四
等
属
と
し
て
入
省
、
参
事
窟
を
最
後
に
退
官
す
る
ま
で
文
部
省
に
勤

務
し
て
い
た
。
入
省
前
に
愛
媛
県
学
務
課
長
だ
っ
た
内
藤
は
、
転
入
す
る
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
他
の
同
郷
人
は
岩
村
〔
高
俊
…
筆
者
、
以
下
同
〕
氏
の
転
任
し
た
内
務
省
へ
幸
と
採
用
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
官
等
は
そ
の
ま
ま
で
行
く
事
が
出
来
た
が
、

　
　
私
は
学
務
課
長
で
転
任
す
る
な
ら
文
部
省
で
あ
る
。
文
部
省
は
私
に
対
し
て
何
ら
の
縁
故
も
無
い
か
ら
、
来
る
な
ら
今
ま
で
の
二
等
属
を
四
等
属
に
下
げ

　
　
ね
ば
あ
き
場
が
な
い
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
私
も
少
し
困
っ
た
が
、
何
し
ろ
今
ま
で
の
ま
ま
で
は
居
た
く
な
い
の
で
、
終
に
決
心
し
て
四
等
属
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
甘
ん
じ
て
、
い
よ
い
よ
文
部
省
へ
転
任
す
る
事
に
な
っ
た
。

　
；
一
年
三
月
愛
媛
県
の
岩
村
県
令
が
内
務
省
戸
籍
局
長
に
転
任
す
る
時
、
後
任
県
令
と
主
義
が
合
わ
な
い
こ
と
を
懸
念
し
た
人
た
ち
が
、
岩

村
と
一
緒
に
異
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
内
藤
も
ま
た
異
動
を
望
ん
だ
が
、
そ
の
際
、
学
務
課
長
と
い
う
職
務
を
優
先
し
て
文
部
省
へ
の
転
任

を
希
望
し
た
。
し
か
し
、
同
省
に
縁
故
が
な
か
っ
た
た
め
二
等
属
か
ら
四
等
属
へ
減
等
す
る
の
を
甘
受
す
る
し
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、

入
省
あ
る
い
は
転
省
す
る
際
に
縁
故
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
示
す
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　
の
ち
の
文
部
次
官
沢
柳
政
太
郎
は
、
二
～
年
に
帝
大
哲
学
科
を
卒
業
後
す
ぐ
に
入
省
し
て
い
る
。
そ
の
経
緯
は
、
「
辻
氏
の
誘
導
に
依
る
も
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②

の
で
あ
る
。
従
っ
て
辻
氏
の
死
後
を
受
け
て
帝
国
教
育
会
の
会
長
に
推
さ
れ
た
の
も
辻
氏
と
の
関
係
に
依
る
所
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
上
田
万

年
（
沢
柳
の
中
学
校
以
来
の
友
人
で
、
の
ち
に
文
部
省
で
も
同
僚
と
な
る
）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
同
郷
の
長
野
出
身
で
当
時
文
部
次
宮
で
あ
っ
た

辻
薪
次
の
縁
故
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
同
級
生
の
推
薦
を
通
し
て
入
省
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
前
職
奈
良
県
尋
常
中
学
校
長
の
正
木
直
彦
で
あ
る
。

　
　
明
治
三
十
年
の
六
月
に
、
突
然
私
は
、
文
部
大
臣
秘
書
官
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
文
相
は
蜂
須
賀
茂
詔
侯
で
あ
っ
た
が
、
私
は
そ
れ
迄
辱

　
　
知
の
間
柄
で
無
か
っ
た
。
怪
訴
に
思
っ
て
行
っ
て
見
る
と
、
鳥
取
県
へ
左
遷
さ
れ
た
筈
の
福
原
〔
鎮
二
郎
〕
が
文
部
省
に
参
事
官
と
し
て
納
ま
っ
て
み
た
。

　
　
訳
を
訊
い
て
見
る
と
、
次
官
の
都
築
馨
二
君
が
古
澤
〔
滋
〕
さ
ん
か
ら
話
を
聴
き
、
福
原
を
鳥
取
県
へ
の
赴
任
の
途
申
で
文
部
省
へ
取
っ
た
の
で
あ
り
、

　
　
更
に
、
続
い
て
福
原
か
ら
、
私
が
奈
良
で
孤
立
無
援
の
立
場
に
置
か
れ
て
み
る
と
い
ふ
の
を
聴
い
て
、
蜂
須
賀
さ
ん
に
秘
書
官
と
し
て
推
薦
せ
ら
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
の
ら
し
か
っ
た
。

　
正
木
に
よ
る
と
、
帝
国
奈
良
博
物
館
が
出
来
た
二
八
年
四
月
、
古
沢
、
福
原
、
正
木
は
そ
れ
ぞ
れ
、
博
物
館
長
、
理
事
、
学
芸
員
を
兼
ね
、

新
事
業
を
興
そ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
案
件
を
宮
内
省
へ
直
接
に
上
申
し
た
た
め
に
、
本
来
相
談
役
と
な
る
は
ず
の
東
京
の
帝
室
博
物
館
長

九
鬼
隆
一
を
怒
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
に
よ
っ
て
、
古
沢
ら
は
異
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。
正
木
は
、
先
に
入
省
し
た
大
学
予
備

門
、
帝
大
同
級
生
の
福
原
の
紹
介
で
文
部
省
に
入
る
。
正
木
が
就
任
す
る
秘
書
官
は
自
由
任
用
の
枠
で
あ
る
た
め
、
文
相
の
許
可
だ
け
で
入
省

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
正
木
は
以
後
、
視
学
官
、
秘
書
課
長
、
文
書
課
長
兼
美
術
課
長
を
経
た
後
、
東
京
美
術
学
校
長
に
移
る
。
福
原
も
参
事
官
、

書
記
官
、
専
門
学
務
局
長
、
文
部
次
官
と
省
内
で
昇
進
を
重
ね
て
い
く
。

　
ま
た
、
井
上
毅
文
相
が
姻
戚
で
あ
る
木
下
広
次
を
専
門
学
務
局
長
に
任
用
し
た
こ
と
や
、
牧
野
伸
顕
次
官
が
義
兄
の
秋
月
左
都
夫
を
外
務
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
ら
文
部
省
に
転
勤
さ
せ
た
こ
と
な
ど
は
、
親
類
と
い
う
縁
故
が
作
用
し
た
例
で
あ
る
。

　
技
能
職
に
採
用
さ
れ
る
際
も
同
じ
く
縁
故
が
も
の
を
与
っ
た
。
喜
田
貞
吉
の
場
合
、
三
四
年
五
月
七
日
図
書
審
査
官
に
任
じ
ら
れ
る
が
、
以

下
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
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明
治
三
十
四
年
四
月
、
突
然
文
部
省
図
書
課
に
就
職
し
て
は
と
の
話
が
持
ち
上
っ
た
。
こ
れ
は
従
来
全
く
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ
と
で
、
官
吏
に
な
ろ

う
な
ど
と
は
、
考
え
て
み
た
こ
と
も
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
か
ね
て
三
高
出
身
の
先
輩
と
し
て
懇
意
な
小
谷
重
君
が
、
こ
れ
ま
で
勤
め
て
お
ら

れ
た
文
部
省
を
退
い
て
、
書
聖
金
港
堂
の
編
輯
部
に
入
ら
れ
る
の
で
、
は
か
ら
ず
も
そ
の
後
任
に
擬
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
確
か
小
谷
君
の
ロ
入
で
、

こ
れ
も
三
高
出
身
先
餐
の
、
当
時
の
普
通
学
務
局
長
松
村
茂
助
君
の
推
薦
で
あ
っ
た
か
と
記
憶
す
る
。
〔
中
略
〕
か
く
て
渡
部
（
董
之
介
）
図
書
課
長
の

メ
ン
タ
ル
テ
ス
ト
も
無
事
に
通
過
し
て
、
取
り
あ
え
ず
教
科
書
編
纂
お
よ
び
検
定
に
関
す
る
事
務
嘱
託
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
詮
衡
も
順
調
に
進

行
し
て
、
五
月
七
日
附
で
文
部
省
図
書
審
査
宮
に
任
ぜ
ら
れ
、
高
等
官
七
等
六
級
俸
年
千
円
と
い
う
こ
と
で
、
と
も
か
く
奏
任
官
の
末
座
に
列
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
小
谷
は
、
三
〇
年
か
ら
三
四
年
四
月
ま
で
図
書
審
査
官
を
つ
と
め
て
い
た
。
ま
た
、
松
村
に
関
し
て
は
喜
田
の
述
懐
は
正
確
で
な
く
、
三
三

年
参
事
官
兼
秘
書
官
と
し
て
文
部
省
に
入
り
、
三
四
年
四
月
時
点
で
人
事
課
長
も
兼
任
し
て
い
る
。
図
書
審
査
官
は
鐙
衡
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ

る
職
で
あ
る
が
、
文
部
省
関
係
者
の
推
薦
を
う
け
て
、
上
罰
と
の
面
接
が
終
わ
っ
た
後
に
、
形
式
的
な
鐙
衡
が
行
わ
れ
、
入
省
が
決
定
し
た
の

で
あ
る
。
採
用
が
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
後
任
者
な
ど
の
確
保
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
縁
故
が
利
用
さ
れ
た
の
は
あ
る
意
味
自

然
な
動
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
高
文
が
実
施
さ
れ
た
後
、
そ
の
合
格
者
が
入
省
す
る
ケ
ー
ス
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
山
崎
達
之
輔
は
、
三
九
年
七
月
に
京
都
帝

大
を
卒
業
し
て
、
翌
月
に
は
台
湾
総
督
府
属
と
な
る
。
同
年
一
一
月
高
文
に
合
格
し
た
後
も
勤
務
し
続
け
た
が
、
四
｝
年
に
元
京
都
帝
大
総
長

の
岡
田
良
平
遷
宮
の
縁
故
を
頼
っ
て
文
部
省
入
り
を
果
た
す
。
こ
の
転
勤
は
、
山
崎
の
積
極
的
な
活
動
に
よ
る
結
果
で
あ
っ
た
。
四
一
年
七
月

二
九
日
、
履
歴
書
二
通
を
添
付
し
た
岡
田
宛
の
書
簡
に
「
過
日
は
突
然
参
上
仕
踏
処
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
就
職
斡
旋
依
頼
の
た
め
に
い
き

な
り
岡
田
を
訪
問
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
か
ら
一
か
月
後
の
八
月
二
五
日
、
山
崎
は
再
び
岡
田
宛
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で

山
崎
は
、
「
目
下
表
面
上
会
計
検
査
院
書
記
官
～
名
及
特
許
局
事
務
官
審
査
欝
欝
数
名
は
欠
員
」
で
あ
る
が
、
「
此
等
は
小
生
事
務
の
経
験
も
無

之
」
だ
か
ら
適
任
で
は
な
い
と
胸
中
を
明
か
し
て
、
他
に
中
央
で
就
職
先
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
地
方
事
務
官
を
選
ぶ
し
か
な
い
と
同
情
を
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誘
い
、
「
万
々
一
戦
の
方
に
欠
員
も
有
之
候
は
ゾ
御
採
用
相
叶
ひ
候
様
御
尽
力
を
仰
ぎ
度
恐
れ
な
が
ら
御
願
申
藩
候
」
と
就
職
斡
旋
を
頼
ん
で

　
⑥

い
る
。

　
四
四
年
七
月
に
東
京
帝
大
法
科
を
卒
業
し
て
、
同
年
＝
月
に
高
文
に
合
格
し
た
関
屋
龍
吉
の
場
合
も
、
翌
年
の
三
月
に
文
部
省
試
補
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
官
職
に
つ
く
が
、
関
屋
自
身
が
「
教
育
行
政
こ
そ
自
分
に
と
っ
て
最
も
や
り
甲
斐
」
が
あ
る
仕
事
だ
と
い
う
結
論
を
出
し
て
、
卒
業
と
同
時

に
先
輩
の
仲
介
で
文
部
省
へ
採
用
方
願
い
出
た
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
部
省
に
入
る
た
め
に
は
、
高
文
合
格
者
で
あ
っ
て
も
縁
故

づ
く
り
な
ど
の
活
動
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
高
等
官
は
縁
故
さ
え
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
。
官
僚
養
成
・
採
用
シ
ス
テ
ム
の
完
成
、
政
党
の
進
出
な
ど
と
い
う
明
治
中
後
期
の
時

代
変
化
は
人
員
構
成
に
影
響
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
「
教
育
畠
」
の
出
現

　
内
藤
素
行
は
、
入
省
す
る
頃
（
一
三
コ
口
の
文
部
省
職
員
に
つ
い
て
、
「
大
学
卒
業
の
学
士
な
ど
は
一
人
目
官
吏
と
な
る
者
は
な
く
て
、
多
く

は
古
い
漢
学
や
変
則
洋
学
を
修
め
た
人
達
」
で
あ
っ
た
と
し
、
だ
か
ら
こ
そ
「
私
の
如
き
自
己
研
究
の
聞
応
り
学
問
を
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、

い
く
ば
く
か
用
に
立
」
つ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
退
省
を
決
心
す
る
頃
（
一
六
年
）
に
な
る
と
、
「
大
学
卒
業
者
も
文
部
へ
入
っ
て
来
て

な
か
な
か
頭
の
好
い
者
も
出
来
た
」
と
、
沢
柳
政
太
郎
な
ど
の
具
体
的
な
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
内
藤
は
、
帝
大
の
前
身
で
あ
る
東
京
大
学

（
以
下
、
東
大
と
略
記
）
の
出
身
者
も
含
め
て
「
大
学
卒
業
者
」
と
述
べ
て
お
り
、
彼
ら
が
入
省
す
る
こ
と
で
文
部
省
職
員
の
新
旧
交
替
が
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
た
か
の
よ
う
に
好
意
的
に
認
識
し
て
い
る
。

　
内
藤
と
勤
務
時
期
の
重
な
る
江
木
千
之
も
、
大
正
＝
二
年
文
相
と
し
て
三
五
年
ぶ
り
に
文
部
省
に
も
ど
っ
た
時
、
文
部
省
構
成
員
の
変
化
を

次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
二
二
年
頃
の
文
部
吏
員
は
「
規
則
立
つ
た
教
育
を
受
け
た
も
の
は
少
な
か
っ
た
」
が
「
文
政
の
実
を
挙
」
げ
よ

う
と
す
る
意
気
込
み
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
正
；
一
年
頃
の
文
部
僚
属
は
、
「
他
の
諸
省
同
様
、
殆
ん
ど
皆
法
律
の
導
門
家
の
集
り
で
あ
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つ
て
、
法
律
万
能
の
弊
が
、
斯
く
機
械
的
に
陥
り
、
外
部
の
整
頓
の
み
に
汲
々
た
る
」
と
、
教
育
学
を
心
得
た
人
が
な
く
法
学
士
に
よ
っ
て
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

部
行
政
が
行
わ
れ
て
い
る
状
況
を
慨
嘆
し
て
い
る
。
江
木
は
、
彼
自
身
が
文
相
に
な
っ
た
時
点
で
、
文
部
省
組
織
を
刷
新
す
る
必
要
性
を
感
じ

た
た
め
、
対
照
的
に
述
懐
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
規
則
立
っ
た
教
育
を
受
け
た
も
の
す
く
な
か
っ
た
」
と
い
う
発
言
は
、

正
規
学
校
出
身
者
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
帝
大
出
身
の
法
科
専
攻
者
が
少
な
か
っ
た
点
を
強
調
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
内

藤
と
江
木
の
述
懐
か
ら
は
、
明
治
二
〇
年
代
初
期
に
正
規
学
校
出
身
者
の
入
省
が
目
立
ち
、
以
後
、
法
学
士
が
そ
の
主
流
に
な
っ
た
と
の
認
識

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
帝
大
出
身
者
は
二
三
年
と
二
四
年
に
文
部
省
試
補
と
し
て
入
省
す
る
。
そ
し
て
、
明
治
三
〇
年
代
に
入

る
と
、
帝
大
法
科
卒
業
者
で
、
か
つ
高
文
合
格
者
も
相
つ
い
で
入
省
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
し
か
し
、
本
当
に
文
部
省
高
等
官
は
法
科
卒
業
者
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
方
向
へ
移
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
年
＝
月
時
点
で
勤
務
し
て

い
た
高
等
官
の
学
歴
（
二
｝
名
橋
判
明
者
二
〇
名
、
重
複
あ
り
）
を
み
て
み
る
と
、
大
学
南
校
（
伊
沢
修
二
、
青
木
保
、
江
木
千
之
、
大
島
誠
治
、
中
川

元
、
浜
尾
新
、
山
口
半
六
）
、
東
大
文
学
部
（
木
場
貞
長
）
、
慶
応
義
塾
（
浜
尾
、
久
保
田
譲
、
小
杉
恒
太
郎
、
吉
村
寅
太
郎
）
、
留
学
（
伊
沢
、
中
川
、
山

口
、
手
島
精
一
、
折
田
彦
市
、
服
部
一
三
）
、
東
京
法
学
校
（
大
島
）
を
経
た
者
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
は
藩
校
出
身
者
な
ど
で
あ
る
（
川
上

彦
次
、
久
保
春
景
、
小
牧
昌
業
、
辻
新
次
、
内
藤
素
行
、
野
村
綱
、
山
田
行
元
）
。

　
こ
れ
に
対
し
、
一
〇
年
明
の
二
九
年
一
一
月
時
点
の
勤
務
者
の
学
歴
（
一
三
名
申
判
明
者
一
二
名
、
同
前
）
は
、
開
成
学
校
（
寺
田
勇
吉
、
久
留

正
道
）
、
大
学
南
校
（
永
井
久
一
郎
、
木
下
広
次
）
、
東
大
文
学
部
・
帝
大
文
科
（
木
場
貞
長
、
牧
野
伸
顕
、
岡
田
良
平
、
渡
部
董
之
介
）
、
同
法
学
部
・

同
法
科
（
由
布
武
三
郎
、
中
川
小
十
郎
）
、
同
工
科
（
真
水
英
夫
）
、
同
医
科
（
三
島
通
良
）
、
工
部
省
鉱
山
寮
（
久
留
正
道
）
、
慶
応
義
塾
（
永
井
）
、
留

学
（
永
井
、
木
下
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
九
年
の
場
合
（
二
二
名
中
判
明
者
一
七
名
、
同
前
）
は
、
開
成
学
校
（
久
留
正
道
）
、
帝
大
文
科
（
渡
部
董

之
介
、
大
島
義
脩
、
吉
岡
郷
甫
、
喜
田
貞
吉
、
平
出
楢
二
郎
）
、
同
法
科
（
赤
司
鷹
～
郎
、
田
所
美
治
、
松
本
順
吉
、
松
村
茂
助
、
福
原
錬
二
郎
）
、
同
工
科

（
山
日
孝
吉
）
、
同
理
科
（
浅
井
郁
太
郎
）
、
工
部
大
学
（
真
野
文
二
）
、
留
学
（
真
野
）
、
東
京
師
範
学
校
（
野
尻
精
一
、
森
岡
常
蔵
、
川
上
瀧
男
）
と
な

る
。
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近代日本の文部省人事構造（鄭）

　
こ
の
よ
う
に
、
一
九
年
以
降
、
｝
○
年
ご
と
の
大
ま
か
な
変
化
を
み
る
と
、
帝
大
出
身
者
が
増
加
し
て
い
る
が
、
法
科
卒
業
生
だ
け
が
増
え

た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
専
攻
は
多
様
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
ち
な
み
に
、
以
上
の
文
部
省
内
に
お
け
る
帝
大
出
身
者
の
増
加
は
、
～
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
学
閥
強
化
と
い
う
理
解
だ
け
で
い
い
の
だ
ろ

う
か
。
普
段
、
学
閥
の
形
成
は
先
任
者
が
後
任
者
を
選
抜
す
る
際
に
同
窓
を
次
々
に
い
れ
る
こ
と
で
説
明
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
部
省

の
場
合
、
帝
大
関
係
者
が
局
長
ク
ラ
ス
に
就
任
し
、
政
策
を
実
行
す
る
主
役
に
な
る
ケ
ー
ス
も
散
見
で
き
る
。
木
下
広
次
が
専
門
学
務
局
長
に

就
任
す
る
際
、
中
川
小
十
郎
（
立
命
館
大
学
の
前
身
で
あ
る
京
都
法
政
学
校
設
立
の
主
役
）
に
実
行
し
た
い
政
策
案
を
み
せ
た
上
で
、
中
川
を
専
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

学
務
局
属
と
し
て
入
省
さ
せ
た
よ
う
に
、
政
策
の
協
力
者
と
し
て
帝
大
生
が
入
省
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
文
部
省
人
員
構
成
に
お
け
る
大
学
の

影
響
力
は
、
卒
業
生
の
学
閥
に
止
ま
ら
な
い
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
で
、
政
党
の
進
出
に
対
す
る
文
部
省
の
対
応
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
三
一
年
六
月
に
大
隈
内
閣
が
成
立
し
た
際
に
、
新
内
閣
が

「
人
事
方
面
な
ど
に
も
無
茶
な
変
動
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
だ
ら
う
。
文
部
省
は
こ
れ
迄
、
教
育
畠
で
守
っ
て
来
た
。
こ
の
秩
序
を
乱
さ
ぬ
や

う
に
結
束
し
て
頑
張
ら
ね
ば
な
ら
ん
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
正
木
直
彦
を
秘
書
課
長
に
就
任
さ
せ
る
上
で
、
「
人
事
は
必
ず
秘
書
課
長
の
手
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
て
」
行
い
、
政
党
か
ら
文
部
省
人
事
を
守
ろ
う
と
し
た
、
と
の
記
述
が
あ
る
。
同
年
七
月
に
秘
書
課
長
に
就
任
し
た
正
木
の
こ
の
述
懐
は
、

自
分
た
ち
を
あ
た
か
も
教
育
の
専
門
家
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
「
教
育
畠
」
と
い
う
こ
と
ば
で
括
り
、
結
束
に
よ
っ
て
従
来
の
人
事
慣
行
を
守

ろ
う
と
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
「
教
育
畠
」
が
人
事
に
関
し
て
結
束
し
て
戦
う
と
い
う
構
図
は
、
三
〇
年
四
月
に
お
こ
っ
た
都
筑
車
線
の
文
部
次
官
就
任
に
反
対
す
る
動
き

の
な
か
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
高
等
師
範
学
校
長
嘉
納
治
五
郎
は
学
習
院
長
近
衛
篤
麿
と
面
会
し
て
、
文
部
次
官
に
都
筑
馨
六
が
任

用
さ
れ
る
と
の
噂
が
あ
り
、
こ
れ
は
到
底
「
部
内
の
折
合
を
望
む
べ
か
ら
ざ
る
に
付
」
き
、
近
衛
か
ら
文
部
省
へ
注
意
を
喚
起
し
て
ほ
し
い
と
要

　
　
⑫

請
す
る
。

　
こ
の
反
対
運
動
に
積
極
的
だ
っ
た
の
は
嘉
納
以
外
に
、
当
時
帝
大
総
長
の
浜
尾
新
、
高
等
商
業
学
校
長
兼
文
部
省
参
事
官
小
山
健
三
、
東
京
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⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

工
業
学
校
長
手
島
精
一
、
文
部
省
参
事
宮
中
川
小
十
郎
で
あ
る
。
彼
ら
は
文
部
次
官
適
任
者
と
し
て
久
保
田
譲
を
推
挙
す
る
。
こ
の
展
開
に
関

し
て
は
米
田
俊
彦
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
米
田
は
、
三
〇
年
春
か
ら
文
部
省
高
等
官
の
半
数
以
上
が
入
れ
替
わ
り
、
山
県
系
内
務
官
僚
（
帝
大

出
身
若
手
官
僚
を
抱
え
る
）
に
よ
る
文
部
省
支
配
体
制
、
す
な
わ
ち
「
山
県
系
官
僚
体
制
」
が
成
立
し
そ
の
後
、
蜂
須
賀
文
相
の
更
迭
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

人
事
異
動
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
崩
壊
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
反
対
運
動
の
標
的
は
中
央
省
庁
の
一
般
行
政
官
で
あ
る
都
筑
と
安
広
の

二
人
に
限
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
帝
大
出
身
で
も
、
地
方
で
教
育
行
政
の
職
歴
を
持
っ
て
い
た
福
原
、
正
木
な
ど
は
標
的
に
さ
れ
ず
、
両
者
と
も

に
文
相
更
迭
後
に
も
文
部
省
で
活
動
し
続
け
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
〇
年
に
お
け
る
人
事
異
動
を
「
山
県
系
官
僚
体
制
」
の
成
立
と
山
朋
壊
過

程
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
文
部
省
高
等
官
は
三
〇
年
代
初
め
に
お
い
て
、
一
般
行
政
官
や
政
党
勢
力
と
一
線
を
画
す
た
め
に
、
職
歴
を
重
視
し

た
「
教
育
畠
」
と
い
う
自
己
規
定
を
持
ち
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
規
定
は
実
態
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
章
で
、
次
密
・
局
長
ク
ラ
ス
の
陣
容
を
子
細
に
考
察
す
る
。

①
内
藤
鳴
雷
『
斑
雪
自
叙
伝
腕
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
二
八
八
頁
）
。

②
上
田
万
年
門
文
部
省
普
通
学
務
局
畏
時
代
の
澤
柳
君
」
（
『
沢
柳
政
太
郊
全
集
㎞

　
別
巻
、
国
土
社
、
一
九
七
九
年
、
六
三
頁
）
。

③
　
正
木
直
彦
『
回
顧
七
十
年
㎞
（
学
校
美
術
協
会
繊
版
部
、
一
九
三
七
年
、
一
八

　
六
頁
）
。

④
黒
木
勇
吉
著
『
秋
月
左
都
夫
そ
の
生
涯
と
文
藻
』
（
講
談
社
、
一
九
七
二
年
、

　
三
五
頁
）
。

⑤
㎎
喜
田
貞
吉
著
作
集
匝
第
一
四
巻
（
平
凡
社
、
　
九
八
二
年
、
九
五
頁
）
。

⑥
門
岡
田
良
平
関
係
文
書
」
（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
『
社
会
科
学
研

　
究
輪
一
一
一
巻
五
・
六
圃
万
、
　
一
九
七
〇
年
、
二
～
一
一
、
一
＝
四
晋
只
）
。

⑦
関
屋
龍
吉
『
壷
中
七
十
年
睡
（
繊
版
東
京
、
一
九
六
五
年
頃
六
二
頁
）
。

⑧
前
掲
内
藤
四
鳴
雷
自
叙
伝
塩
、
二
九
二
⊥
二
、
三
〇
一
頁
。

⑨
江
木
千
之
翁
経
歴
談
刊
行
会
『
江
木
千
之
翁
経
歴
談
』
下
巻
（
一
九
…
二
年
、

　
四
七
五
～
六
頁
）
。

⑩
「
総
長
講
談
二
扁
噸
立
命
館
百
年
史
』
資
料
【
（
立
命
館
百
年
史
編
纂
委
員
会
、

　
二
〇
〇
〇
年
、
二
七
頁
）
。

⑪
前
掲
正
木
㎎
回
顧
七
十
年
壮
、
一
九
二
⊥
二
頁
。

⑫
槻
近
衛
篤
麿
日
記
』
第
一
巻
（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
～
九
六
八
年
、
二
〇
三

　
～
四
頁
）
。

⑬
「
文
部
次
官
問
題
」
『
嘉
納
治
五
郎
大
系
㎏
第
一
〇
巻
（
本
の
友
社
、
一
九
九

　
五
年
、
二
六
三
～
六
頁
）
。

⑭
槻
小
山
健
三
伝
㎞
（
三
四
銀
行
、
一
九
三
〇
年
、
三
三
八
～
九
頁
）
、
「
久
保
田
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譲
氏
を
文
部
次
官
に
推
挙
す
る
理
由
」

付
）
。

（凹

ﾇ
売
新
聞
』
　
一
八
九
七
年
四
月
二
七
日

⑮
前
掲
米
田
槻
近
代
日
本
中
学
校
制
度
の
確
立
－
法
制
・
教
育
機
能
・
支
持
基

　
盤
の
形
成
隔
、
三
二
～
五
二
頁
。

第
三
章
「
教
育
畠
」
の
様
態

　
先
述
し
た
よ
う
に
「
教
育
畠
」
と
は
職
歴
を
も
と
に
想
定
し
た
自
己
規
定
の
概
念
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め

に
は
、
文
部
省
高
等
官
経
歴
者
の
前
歴
を
分
析
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
明
治
中
後
期
に
お
け
る
文
部
次
官
、
局
長
就
任
者
の
経
歴
を
文
部
省
、

諸
学
校
、
地
方
官
庁
、
他
省
に
わ
け
、
そ
の
勤
務
年
数
を
表
記
す
る
と
【
表
三
】
の
よ
う
に
な
る
。
結
論
か
ら
雷
え
ば
、
就
任
者
の
大
半
が
文

部
省
の
み
、
あ
る
い
は
文
部
省
と
学
校
関
係
職
（
教
授
・
学
校
長
）
と
を
交
互
に
経
歴
し
て
い
る
こ
と
と
、
他
端
か
ら
の
転
入
者
は
短
期
間
の

就
任
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
教
育
上
」
は
実
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
官
職
別
に
就
任
者
の
傾
向
を
分
析
す
る
こ
と
で

「
教
育
畠
」
の
…
様
態
を
探
る
。

第
　
節
　
次
官
ク
ラ
ス
の
陣
容

近代日本の文部省人事構造（鄭）

（一

j
　
学
歴
・
経
歴

　
明
治
期
の
文
部
次
官
は
、
辻
新
次
以
来
、
延
べ
一
四
名
（
岡
田
良
平
は
二
回
就
任
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
顔
ぶ
れ
は
四
表
四
】
の
通
り
で
あ
る
。

　
学
歴
は
、
東
大
文
学
部
・
帝
大
文
科
（
五
）
、
同
法
学
部
・
同
法
科
（
一
一
）
、
慶
応
義
塾
（
二
）
、
管
玉
社
（
一
）
、
司
法
省
法
学
校
（
一
）
、
留

学
（
一
）
で
、
近
代
的
な
正
規
教
育
を
う
け
た
人
物
が
早
い
段
階
で
登
用
さ
れ
た
こ
と
、
法
科
系
よ
り
も
文
科
系
畠
身
者
が
次
官
に
就
任
し
て

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
就
任
者
　
汚
名
中
、
八
名
（
辻
、
久
保
田
、
菊
池
、
小
山
、
岡
田
、
木
場
、
沢
柳
、
福
原
）
が
局
長
か
ら
の
昇
進
者
で
あ
る
。
こ
の
八
名
の
官
歴

を
み
る
と
、
兼
任
で
局
長
を
経
験
し
た
菊
池
を
除
く
七
名
は
、
局
長
以
前
に
も
文
部
省
秘
書
宮
ま
た
は
書
記
官
、
会
計
課
長
と
い
う
ル
ー
ト
を
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文部次官・局長経歴者一覧

鋤文部省への初任官 学　　歴 生　年 本　籍

大学教授→7等出仕（明治4） 一
42 長　野

卒輔出仕（明治5） 南 51 長　野

無官→12等出仕（明治5） 慶応 47 兵　庫

無官→12等出仕（明治5） 南，慶 49 兵　庵

工部省二等少師→9等出仕（明治7，12） 慶，南，留 52 愛　知

中退→13等出仕（明治7） 南，工部 53 山　口

留学一レ督學局雇（明治8．9） 留学 5ユ 山　口

開成学校幹事→8等出仕（明治9．4） 留学 49 静　岡

卒→御用掛（明治13．10） 東文 59 鹿児島

医学校助教→6等属（明治ユ4．12） 攻新社 58 埼　玉

留学→御用掛（准奏任：明治15．3） 南，留 5ユ 熊　本

司法省御用掛帥御用掛（明治17．12） 司法省法学校 60 島　根

留学一ソ督ロ学局雇　　（明治9．11） 留学 50 京　都

卒峠雇（明治21．7） 帝文 65 長　野

卒→試補（明治23．7） 帝文 65 岐　阜

学習院教授→参事官（明治24．4） 正文 60 神　戸

貴族院議員→周長（明治25．12） 一
45 島　根

第一高等中学校教授→視学官（明治26．2） 帝文 64 静　岡

茨城県知事帥次官（明治26．3） 正文 6ユ 鹿児島

内務部課長→書記官（明治28．1ユ） 帝法 63 福　岡

地方参事蜜→参事官（明治30．3） 帝法 68 三　重

内務省社寺局長帥局長（明治30．4） 慶，留 59 福　岡

図書頭帥次官（明治30．5） 正文 6ユ 群　馬

帝大理科大学長→局長兼任（明治30．8） 南，留 55 閾　山

帝大農科大学長帥局長兼任（明治30．10） 留学 57 岐　阜

外務省通商局長→免→参事官（明治31．7） 東文 60 東　京

千葉県知事→次官（明治31．7） 慶応 5ユ 鹿児島

帝大文科大学教授帥兼局長　（明治31．11） 帝文，留 67 愛　知

地方参事官→参事官（明治32） 帝法 68 静　岡

農商務省次官→免→次官（明治32．4） 東法 60 鳥　取

地方参事窟吋参事官（明治32．5） 帝法 7ユ 高　知

帝大工科大学教授→局長（明治34．5） 工部，留 61 東　京

地方参事宮→参事官（明治35．2） 帝法 72 愛　媛

は・血，10年以上は幽で表す

大学が東京膏国大学と改称されたのは明治三〇年で，この年に京都帝国大学が薪設される。学歴で

法一帝国大学法科），留は留学，慶応・慶は慶応義塾，工部は工部大学校の略称
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近代日本の文部省人事構造（鄭）

【表三三】　　明立台ユ9－45年

（A） （B）最終宮歴の前歴 （c｝一生の官歴

氏　　　名 文部本省 教授1学校長 地方官庁 他　省 文部本省 教授学校長 地方宮庁 他　省

辻　新次 幽 《 幽 《

伊’沢修二 幽 ム × 幽 A ○

久保田譲 動 × 幽 ×

浜尾　薪 《 A 幽 働

永井久一郎 ム ○ A ㊧ ○ A
江木千之 幽 △ 幽 △ 爵 ○

服部一三 ム 《 薗 △ 幽

手島精一 幽 《 幽 幽

木場豆銀 幽 △ ○ 幽 △ ○

小山健三 《 麟 ム A 働 企

木下広次 △ 幽 ○ 幽

梅謙次郎 函 × 幽 △

折田彦市 △ ム ○ 働

沢柳政太郎 幽 △ 幽 幽

渡部棟門介 麟 麟

嘉納治五郎 《 幽 △ 爾

千家尊福 一 X 幽
…

岡田良平 A ○ 幽 △

牧野伸顕 △ 曾 △ △ 鯵

出置　　武 × ○ 麟 △ A ㊧

福原錬二郎 幽 △ △ 留 鯵 △ △

安広伴一郎 △ A × △ 麟

都筑馨六 麟 X 幽

菊池大麓 × 幽 ○ 働

松井直吉 ○ 幽 △ 働

高田早寒 × ○ × △ 曾 ×

耳目構文 ○ △ X ○ △

上田万年 《 企 幽

松村茂助 鯵 ○ 幽 ○

奥田義人 △ 幽 △ A △ 幽

田所美治 幽 ○ 留 ○

真野文二 麟 幽 鈎

松浦冨次郎 薗 △ △ 麟 幽 △ △

・（A）は『文部省歴代職員録』，（B）（C）（D＞は入名辞典類より作成

・生年はすべて1800年代で，下二桁だけを表記

・記号は勤続年数で，1年未満は×，ユ年以上3年未満は△，3年以上5年未満は○，5年以上10年未満

・一 ﾍ不明
・氏名の並べ方は，文部省初任経時を基準とする

・帝国大学は明治一〇年設立の東京大学と工部大学校が合併され，明治一一九年に設立された。帝国

南は大学南校，東は東京大学（東文一東京大学文学部），帝は帝国大学（帝文一帝国大学文科，帝
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【表四】文部次官

氏　名 在任期間 前　　職 後　　職

辻　　新次
19．3．3－25．U．24 文部大臣官房長心得兼学

ｱ局長心得

貴族院議員

久保田譲 25，11．24－26。3．11 普通学務局長 貴族院議員，文相

牧野伸顕 26。3．11－30．5．25 茨城県知事 特命全権公使

都筑馨六 30，5．25－30．11．12 図工頭 外務省参事官

菊池大麓
30．l！．12－31．5．2 東京帝大理科教授兼理科

ｷ兼高等学務局長

東京帝大総長

小山健三
31，5．2－31，7．5 東京高等商業学校長兼実

ﾆ教育局長

第E四銀行頭取

柏田盛運 31．7．5－32．塵．7 千葉県知事 茨城県知事

奥田義入
32．壊．7－33．5．19

R3，5。20－33．10。24（糸窓務長官）

元農商務次官，欧州巡遊 法制局長官兼内閣恩給局長

梅謙次郎
33．ユ0．27－34．6．5（総務長官） 東京帝大法科大学長，和

ｧ法律学校長

東京帝大法科教授

岡田良平 34．6．5－36．12，5（総務長宮） 実業学務局長，仏国出張 貴族院議員，京都帝大総長

木場貞長 36．12．5－39．ユ．17 元普通学務局長，宮房長 貴族院議員

福原鐘二郎 39．1．17－39．7．18（心得） 専門学務局長 専門学務局長

沢柳政太郎
39．7．18－41．7．2ユ 元普通学務局長，欧州出

｣
東京高等商業学校長事務取

ｵ，貴族院議員

岡田良平 4L7．21－44．9．1 京都帝大総長 貴族院議員，文棺

福原錬二郎 44．9，1一大正5．10．ユ3 専門学務局長 貴族院議員，東北帝大総長

（備考）在任期間は，例えば明治19年3月3日～同25年11月24日の場合ユ9，3．3－25．11．24と表記する。

通
っ
て
い
る
。
ま
た
、
入
省
ま
で
の
経
歴
は
、

①
新
卒
者
（
久
保
田
、
木
場
、
沢
柳
）
、
②
直

轄
学
校
で
の
教
授
や
学
校
管
理
者
（
辻
、
岡

田
、
菊
池
）
、
③
地
方
の
学
務
課
長
（
小
山
、

福
原
）
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
入
省

後
は
七
十
が
一
貫
し
て
管
轄
内
で
活
動
し
て

お
り
、
木
場
だ
け
が
法
制
局
や
地
方
で
五
年

ほ
ど
勤
務
後
、
再
び
も
ど
っ
て
き
て
い
る
。

　
一
方
で
、
他
の
六
名
が
知
事
（
牧
野
、
柏

田
）
、
他
省
の
局
長
や
次
官
（
都
筑
、
奥
田
）
、

学
校
長
（
梅
、
岡
田
）
か
ら
の
転
入
組
で
あ

る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
彼
ら
が
教
育

の
門
外
漢
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
柏
田
は

学
制
研
究
会
の
会
員
で
、
学
区
取
締
、
第
四

高
等
中
学
校
長
の
経
歴
を
も
つ
教
育
系
議
員

　
　
①

で
あ
り
、
梅
や
岡
田
は
学
校
管
理
職
経
験
者

で
あ
る
。
そ
し
て
、
奥
田
も
英
吉
利
法
律
学

校
創
設
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
次
官
就
任
以
前
に
教
育
業
務
と
無
縁
で
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近代日本の文部省人事構造（鄭）

　　　　　　　　　【表五】　各省大臣・次官就任者数（明治19年から45年まで）

大蔵省 内務省 文部省 司法省 外務省 農商務省 逓信省

大臣延べ数 15 26 25 19 23 26 19

延　べ　数 11 16 1厘 13 15 17 12

次官 局長経験者数 9 9 8 7 7 6 3

実　　　　員 9 14 13 12 13 16 工0

あ
っ
た
者
は
、
牧
野
、
都
筑
の
二
名
に
限
ら
れ
る
。

（
二
）
　
文
相
と
の
関
連

　
文
相
（
留
任
・
再
任
な
ど
を
含
め
た
延
べ
二
五
名
）
と
次
宮
の
交
代
時
期
を
比
較
す
る
と
、
都
筑
や
奥
田
や
沢
柳
の

よ
う
に
大
臣
一
代
限
り
で
勤
め
る
場
合
も
あ
る
が
、
進
退
が
完
全
に
一
致
す
る
の
は
、
大
臣
外
山
正
一
と
次
官
小

山
、
同
じ
く
松
田
正
久
と
梅
、
小
松
原
英
太
郎
と
岡
田
だ
け
で
あ
り
、
大
臣
交
代
が
直
ち
に
次
官
の
交
代
に
連
動

す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
文
相
就
任
が
次
官
交
代
に
直
結
す
る
事
例
は
、
井
上
毅
文
相
が
久
保
田
譲
を
更
迭
し
、
牧
野
を
登
用
し
た
の
が

最
初
で
あ
る
。
こ
の
変
化
に
対
し
て
、
『
教
育
報
知
』
に
は
、
「
大
臣
の
変
遷
す
る
丈
け
、
至
れ
丈
け
次
官
の
動
か

ざ
る
は
、
殆
ん
と
反
比
例
の
姿
で
あ
る
と
隠
れ
な
き
世
評
に
ま
て
も
上
り
た
り
に
し
文
部
次
官
も
、
果
て
は
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
②

多
き
の
世
と
な
り
け
り
」
と
論
評
さ
れ
る
。
し
か
し
、
牧
野
は
井
上
の
退
密
後
に
も
留
任
す
る
の
で
、
文
相
と
在

任
期
間
が
～
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
牧
野
が
次
官
を
辞
任
す
る
の
は
、
蜂
須
賀
文
相
の
就
任
か
ら
半
年
以
上
た

っ
た
時
で
あ
る
が
、
文
相
と
は
折
り
合
い
が
よ
く
な
か
っ
た
た
め
に
外
務
省
へ
の
転
出
を
希
望
し
た
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
都
筑
が
後
任
と
し
て
浮
上
し
た
の
は
、
三
〇
年
四
月
か
ら
五
月
頃
で
あ
る
が
、
『
都
筑
馨
六
七
』
に
は
、

都
筑
が
教
育
行
政
未
経
験
ゆ
え
に
次
官
就
任
に
対
し
て
、
猛
烈
な
反
対
運
動
が
起
こ
り
、
「
文
教
頽
廃
」
を
掲
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
攻
撃
を
受
け
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
奥
田
の
次
官
就
任
は
元
文
相
外
山
正
一
の
推
薦
に
よ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
他
に
、
岡
田
が
再
び
文
部
次
官
に
な
っ
た
の
は
、
文
部
行
政
に
は
門
外
漢
で
あ
っ
た
小
松
原
英
太
郎
が

大
臣
就
任
の
条
件
と
し
て
そ
れ
を
挙
げ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
樺
山
資
紀
文
相
期
の
十
二
で
あ
る
柏
田

盛
文
が
と
も
に
鹿
児
島
出
身
で
あ
る
一
例
を
除
く
と
、
大
臣
と
次
官
の
出
身
地
は
す
べ
て
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
次
官
は
藩
閥
よ
り
も
、
局
長
在
任
者
、
経
験
者
、
学
校
教
育
関
係
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
多
く
、
「
教
育
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白
田
」
か
否
か
が
一
つ
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
。

（
三
）
　
各
省
次
官
と
の
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
文
部
次
官
と
他
省
次
官
就
任
者
と
を
、
そ
の
省
内
で
の
勤
務
期
間
、
転
省
経
験
者
数
の
比
率
ご
と
に
比
較
し
た
の
が
【
表
五
】
で
あ
る
。

　
次
官
就
任
に
至
る
ま
で
、
各
省
内
で
一
〇
年
以
上
勤
務
し
た
者
の
比
率
は
、
大
蔵
省
が
最
も
多
く
（
九
〇
・
九
％
）
、
文
部
省
は
司
法
・
外
務

省
な
み
の
五
〇
％
前
後
で
あ
る
。
他
の
逓
信
・
内
務
省
が
～
五
％
前
後
、
農
商
務
省
は
五
・
九
％
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
も
、
文
部
省
は
持
続

的
に
勤
務
す
る
人
、
勤
務
経
験
者
の
再
就
任
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
次
官
実
員
の
転
機
経
験
者
比
率
に
お
い
て
も
、
文
部
省
は
、

大
蔵
省
に
次
い
で
低
い
（
四
二
・
九
％
）
。
農
商
務
・
逓
信
・
内
務
省
が
六
〇
％
以
上
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
文
部
省
は
大
蔵
・
外
務
・
司

法
の
各
省
と
と
も
に
、
人
事
面
で
の
「
縦
割
り
」
性
が
強
固
で
あ
っ
た
可
能
性
を
見
て
と
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
文
部
省
は
中
央
省
庁
の

な
か
で
「
弱
体
省
」
と
一
括
り
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
逓
信
省
や
農
商
務
省
と
は
、
一
線
を
画
す
人
事
傾
向
が
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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第
二
節
　
局
長
ク
ラ
ス
の
陣
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
～
九
年
段
階
で
は
、
総
務
局
（
次
宮
が
局
長
代
行
）
を
除
い
て
、
学
務
局
（
二
〇
年
一
〇
月
に
専
門
学
務
局
と
普
通
学
務
局
に
分
離
）
・
編
輯

⑦
　
　
　
　
⑧

局
・
会
計
局
の
局
長
に
は
奏
任
宮
が
当
て
ら
れ
た
が
、
二
一
二
年
に
な
る
と
、
編
輯
局
が
廃
止
さ
れ
る
一
方
で
、
専
門
学
務
局
長
・
普
通
学
務
局

長
の
官
等
が
奏
任
二
等
以
上
勅
任
二
等
以
下
と
規
定
が
か
わ
る
。
さ
ら
に
、
翌
年
に
会
計
局
は
廃
止
さ
れ
、
専
門
学
務
局
・
普
通
学
務
局
長
は

勅
任
二
等
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
局
長
に
は
全
員
勅
任
官
が
当
て
ら
れ
る
。
以
後
、
普
通
学
務
局
と
専
門
学
務
局
が
常
置
さ
れ
た
ほ
か
、

図
書
局
や
実
業
学
務
局
が
設
置
と
廃
止
を
く
り
か
え
す
。

（［

j
　
専
門
学
務
周
長

　
二
〇
年
～
○
月
五
日
に
学
務
局
が
廃
止
さ
れ
、
同
日
専
門
学
務
局
が
設
置
さ
れ
た
後
、
一
時
期
（
三
〇
年
一
〇
月
九
日
か
ら
三
一
年
～
○
旦
三

日
ま
で
）
高
等
学
務
局
と
な
る
が
一
年
後
に
は
再
び
元
に
も
ど
る
。
専
門
学
務
局
長
は
実
員
九
名
で
、
就
任
者
氏
名
、
在
任
期
間
、
前
職
、
後
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【表六】　専門学務局長

氏　名 在任期間 前　　職 後　　職

浜尾　　新
13．4一官立学務局長

Q0．10．5－26．3．30

東大法学部・理学部・文学部

漉摯竚痘¥備門主幹

帝大総長，文相

牧野伸顕 26．3．31－26．6．ユ9（扱） 文部次官 文部次官

木下広次
26．6．19－30．6．28

R0．6．28－30．8．2（兼）

第一高等中学校長兼帝大法科

ｳ授，貴族院議員

京都帝大総長

菊池大麓
30．8．2－30．11．12（兼）

R0．1U7－3LLI8（級）

東京帝大理科教授兼理科長 次官

松井直吉 31．1。18－31．8．24（兼） 東京帝大農科教授 東京帝大農科教授

高田早着
3L824－31．10．31

R1．11．1－31．lL24（兼）

参事宮 参与官，東京専門学校学監，

ｶ相

上田万年
31．11．24－34．6．25

R4．626－35．3．27（兼）

東京膏大文科教授 東京帝大文科教授

松井直吉 35．3．27－38．2．22 東京帝大農科教授 東京帝大農科教授

福原錬二郎
38．2．22－44．9．1

S4．9．1－45．4．1（兼）

書記官兼参事官 次官，東北帝大総長

松浦鎮次郎 45．4．4一大13．1．9 参事官兼書記官 次蜜，京城帝大総長

（備考）在任期問の表記は表四と同様である。

職
を
（
表
六
】
に
ま
と
め
た
。

　
前
職
は
、
帝
大
総
長
や
同
教
授
、
ま
た
は
文
部
省
参
事
官
と
い

う
二
者
に
分
か
れ
る
。
前
者
か
ら
の
就
任
者
（
浜
尾
、
木
下
、
菊
池
、

松
井
、
上
田
）
の
中
で
、
五
年
に
文
部
省
一
二
等
出
仕
と
し
て
入

省
し
た
浜
尾
、
～
五
年
に
留
学
か
ら
帰
国
し
文
部
省
御
用
掛
を
務

め
た
木
下
の
他
に
は
、
局
長
就
任
前
に
専
任
と
し
て
文
部
省
事
務

に
関
わ
っ
た
形
跡
は
な
い
。
し
か
し
、
五
罪
と
も
に
ほ
と
ん
ど
が

学
者
で
あ
り
、
進
退
前
後
の
活
動
は
文
部
省
管
轄
内
で
行
わ
れ
て

い
る
。

　
ま
た
、
後
者
か
ら
の
就
任
者
（
高
田
、
福
原
、
松
浦
）
の
中
で
福

原
と
松
浦
は
、
二
人
と
も
地
方
参
事
官
を
経
て
入
省
、
そ
の
後
、

教
育
行
政
研
究
の
た
め
に
留
学
し
、
帰
国
後
に
会
計
課
長
に
就
任

す
る
と
い
う
文
部
省
一
筋
の
道
を
歩
い
て
い
る
。
福
原
の
場
合
、

二
五
年
七
月
逓
信
省
試
補
と
し
て
官
に
足
を
踏
み
入
れ
、
奈
良
県

参
事
官
か
ら
文
部
省
参
事
官
へ
転
任
し
た
が
、
文
部
省
の
歴
代
高

官
が
教
育
界
出
身
か
終
始
教
育
界
に
か
か
わ
っ
て
い
る
人
々
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
「
福
原
猫
り
洞
門
〔
政
界
と
教
育
界
〕
に
あ
り

て
稽
々
出
色
を
帯
び
、
多
少
の
政
治
家
的
素
質
を
有
せ
ざ
る
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
ず
と
難
も
、
彼
も
尚
ほ
教
育
圏
内
の
人
た
る
に
違
は
ず
」
と
の
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【表七】　普通学務局長

氏　名 在任期間 前　　職 後　　職

浜　尾　新 20．10．6－20．12．28（心） 官立学務局長，専門学務局長 帝大総長

野　村　綱 2Q．12．28－2L923（代） 視学官 参事官

久保春景 21．9。24－22．4．19（代） 視学官，秘書官 参事官

服部一三 22．4．20－24．4．24 参事官兼｛ll・三富 岩手県知事

江木千之
24．4．27－24，6．18 三筋宮 参事官，内務大臣秘書宮兼

窓L官

久保田譲 24．6．18－25．U．24 会計局長 次官

千家尊福 25．ユ2．7－26，5．4 貴族院議員 埼玉県知事

木場貞長
26．5．4－26．7．22（心）

Q6．7．22－30．4．16

書記官・普通学務局長心得 宮房長，次官

安広伴一郎
30．4．ユ6－30．11．16 内務省社寺局長兼内務大臣秘

Q官兼内務省参事官

逓信省郵務局長

手島精一
30，U．17－31．i．18 東京工業学校長 東京工業学校長，実業学務

ﾇ長

嘉納治五郎
3LL18－3L6．20（兼）

R1。6．20－31．IL24

商等師範学校長 高等師範学校長

沢柳政太郎 31．U．24－39．2．12 第一高等学校長 葺石

野尻精一 39．2．12－39，8．10（心） 視学官 視学官

自　仁　武 39．8．ユ0－4L5ユ5 元文部省書記宮，栃木県知事 関東都督府現政長官

松村茂助 41．5．15－44．5．ユ0 轡記官 退蜜

田所美治 44．5．10一大5．10．13 参事官 次官

（備考）在任期間の表記は表四と同様である。

評
価
を
う
け
た
人
物
で
あ
る
。

局
長
退
任
後
に
は
全
員
が
学
校
関
係
の

職
に
就
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
官
へ
の

昇
進
者
も
そ
の
退
任
後
に
大
学
の
総
長
に

な
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
明
治
中
後
期
の
専

門
学
務
局
長
に
は
、
専
門
知
識
を
も
つ
東

大
、
帝
大
の
教
授
か
ら
選
任
さ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
三
八
年
の
福
原
の

就
任
以
後
は
法
学
専
攻
の
事
務
官
出
身
者

に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ

し
、
事
務
官
出
身
者
も
留
学
を
通
し
て
教

育
行
政
に
関
す
る
専
門
知
識
を
修
得
す
る

期
間
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お

く
。（

二
）
　
普
通
学
務
局
長

普
通
学
務
局
長
就
任
者
は
一
二
名
で
あ

る
（
【
表
出
】
）
。
彼
ら
は
、
前
歴
に
よ
っ
て
、

文
部
省
事
務
官
（
服
部
、
江
木
、
久
保
田
、
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木
場
、
松
村
、
田
所
）
、
学
校
長
（
手
島
、
嘉
納
、
沢
柳
）
、
文
部
省
管
轄
外
（
千
家
、
安
広
、
白
帯
）
で
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
千
家
と
安
広
を

除
い
た
全
員
が
文
部
省
で
奏
任
官
と
し
て
在
職
し
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
。

　
千
家
と
安
広
は
、
情
実
人
事
に
よ
る
一
時
的
な
変
動
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
五
年
　
一
月
、
辻
文
部
次
官
と
大
日
本
図
書
会
社
の
癒
着

お
よ
び
沢
柳
図
書
課
長
の
修
身
教
科
書
秘
密
漏
洩
事
件
が
表
沙
汰
に
な
り
、
責
任
を
負
っ
て
辻
と
沢
柳
が
辞
任
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
普
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

学
務
局
長
の
久
保
田
が
次
官
と
な
り
、
千
家
は
大
隈
重
信
を
後
ろ
麿
に
し
て
就
任
し
た
が
、
教
育
関
係
の
経
験
が
な
い
こ
と
か
ら
教
育
界
と
の

　
　
　
　
　
　
　
⑪

距
離
が
懸
念
さ
れ
た
。
安
広
も
ま
た
、
同
じ
理
由
で
教
育
界
の
反
発
を
招
い
た
人
物
で
あ
る
。
結
局
二
人
と
も
、
就
任
一
年
以
内
に
局
長
職
を

離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
上
の
人
事
の
中
で
目
立
つ
変
化
と
し
て
は
、
帝
大
法
科
卒
業
者
で
内
務
省
試
補
や
属
を
経
験
し
た
者
の
進
出
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

白
血
以
降
で
あ
る
が
、
松
村
茂
助
と
田
所
美
治
は
高
文
合
格
者
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
同
時
期
に
文
部
省
入
り
し
て
、
他
の
中
央
省
庁
で
の
勤

務
経
験
が
な
く
、
一
貫
し
て
文
部
省
の
事
務
職
に
従
事
す
る
。
松
村
は
三
二
年
に
岡
田
良
平
の
推
薦
に
よ
っ
て
長
崎
県
参
事
官
か
ら
文
部
省
参

事
官
に
転
任
し
て
き
た
が
、
田
所
は
東
京
府
か
ら
二
か
月
遅
く
文
部
省
に
入
る
。
田
所
は
時
の
文
相
菊
池
大
麓
の
信
任
を
得
て
、
秘
書
官
に
な

っ
た
あ
と
欧
米
教
育
制
度
の
調
査
に
出
か
け
る
が
、
こ
の
留
守
中
に
松
村
は
局
長
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
田
所
を
勅
任
参
事
官
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

先
輩
で
あ
る
渡
部
董
之
介
を
勅
任
二
等
に
し
て
人
事
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
。
局
長
以
降
の
行
き
先
で
は
、
次
官
就
任
者
画
名
、
学
校
関

係
者
二
名
、
退
官
一
名
、
知
事
二
名
、
他
省
三
名
で
あ
り
、
専
門
学
務
局
長
と
違
っ
て
、
学
校
関
係
者
が
少
な
い
。

（
三
）
　
実
業
学
務
局
長
と
図
書
局
長

　
実
業
学
務
局
は
、
実
業
教
育
農
期
（
三
〇
年
…
○
月
九
日
か
ら
三
一
年
一
〇
月
二
五
日
ま
で
）
と
実
業
学
務
局
期
（
｝
二
三
年
三
月
三
一
日
以
降
）
が

・
⑬

あ
る
。
五
名
が
局
長
と
し
て
就
任
し
た
が
、
そ
の
氏
名
や
在
任
期
間
な
ど
は
【
表
八
】
の
通
り
で
あ
る
。

　
全
員
、
学
校
関
係
者
、
文
部
事
務
官
か
ら
就
任
す
る
が
、
入
省
前
の
経
歴
は
学
校
関
係
者
で
あ
る
。
文
部
省
を
退
官
し
た
後
も
学
校
関
係
に

従
事
す
る
が
、
小
山
健
三
だ
け
が
活
動
の
場
を
経
済
界
に
移
し
て
い
る
。
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【表八】普通学務局長

氏　名 在任期間 前　　職 後　　職

松井直吉 30．10．9－3ユ．1．18（兼） 東京帝大農科教授 専門学務局長

小山健三 31，1，18－31．6．20（兼） 高等商業学校長兼文部省参事官 次官

手島精一 31．6．20－31．10．25 東京工業学校長 東京工業学校長

岡田良平
33．4．11－34．6．5

R4．6．5－34．6．26（扱）

書記宮・大臣官房会計課長 総務長官

真野文二 34．6．26一大2．5。9 東京帝大工科教授 九州帝大総長

（備考）在任期間の表鶏は表四と同様である。

　
そ
し
て
、
図
書
局
長
は
、
都
筑
馨
六
が
短
期
間
兼
任
し
た
（
三
〇
年
一
〇
月
九
日
か
ら
一
一
月
一
一
百
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
）
の
を
除
き
、
図
書
課
長
と
し
て
長
期
間
在
任
し
た
渡
部
董
之
介
が
務
め
た
。
渡
部
は
帝
大
卒
業
後

の
二
三
年
七
月
二
二
日
付
け
で
文
部
省
普
通
学
務
局
試
補
に
任
命
さ
れ
、
以
後
文
部
省
内
で
図
書
関
係

の
仕
事
に
従
事
し
た
人
物
で
あ
る
。
図
書
課
・
局
に
お
け
る
渡
部
の
存
在
感
は
な
が
ら
く
同
課
に
勤
め

て
い
た
喜
田
貞
吉
の
発
駅
か
ら
も
わ
か
る
。
喜
田
は
、
「
第
一
に
そ
れ
が
課
に
な
ろ
う
が
、
局
に
な
ろ

う
が
、
か
つ
て
変
る
こ
と
で
な
か
っ
た
は
ず
の
渡
部
（
董
之
介
）
さ
ん
が
高
等
学
校
の
校
長
さ
ん
に
転

　
　
　
⑮

ぜ
ら
れ
た
」
こ
と
を
、
大
正
九
年
四
月
に
図
書
課
の
変
化
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
各
局
長
の
陣
容
変
動
に
お
い
て
、
帝
大
法
科
卒
業
者
で
内
務
省
試
補
や
属
を
経
験

し
た
者
の
進
出
は
～
つ
の
画
期
の
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
そ
れ
を
、
単
純
に
他
の
省
庁
と
同
様
の
法
学

士
進
出
と
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
一
年
以
降
、
文
部
省
高
等
宮
の
中
に
高
文
合
格
者
が
急
増

す
る
が
、
彼
ら
は
参
事
富
在
任
期
間
中
に
教
育
行
政
研
究
の
た
め
に
留
学
し
た
経
歴
を
持
っ
て
い
る
。

ま
た
、
実
業
学
務
局
長
や
図
書
局
長
は
法
学
士
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
そ
の
他
に
も
、
制
度
変
更
（
局
課
の
改
廃
、
奏
任
官
局
長
か
ら
勅
任
官
局
長
へ
の
転
換
な
ど
）
や
文
相
の

人
事
圃
新
が
変
動
の
要
因
に
な
る
。
前
述
し
た
井
上
文
相
期
や
蜂
須
賀
文
相
期
、
樺
山
資
紀
文
相
期
が

そ
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
千
家
、
都
筑
、
安
広
の
よ
う
な
文
教
未
経
験
者
は
省
内
外
で
批

判
の
標
的
に
な
る
傾
向
が
強
く
、
就
任
期
間
も
短
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
を
文
部
省
高
等
官
の
主
流

と
し
て
認
識
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
文
教
経
験
者
こ
そ
が
主
流
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
、
「
教
育
畠
」
と
い
う
自
己
認
識
・
規
定
を
形
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
教
育
行
政
の
主
役

を
担
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

58　（382）



近代日本の文部省人事構造（鄭）

①
門
柏
田
三
文
氏
の
教
育
伸
張
論
」
（
岡
教
育
時
論
暁
四
一
七
号
、
一
八
九
六
年
一

　
一
月
一
五
目
）
。

②
門
文
部
輔
官
の
変
遷
」
（
魍
教
育
報
知
輪
三
六
一
号
、
一
八
九
三
年
三
月
一
八

　
日
）
。

③
噸
都
筑
馨
評
伝
』
（
馨
二
会
、
一
九
二
六
年
、
一
四
〇
～
一
頁
）
。

④
次
官
の
平
均
就
任
年
齢
（
数
え
年
）
は
、
文
部
四
一
歳
、
外
務
四
二
歳
、
農
商

　
務
四
三
歳
、
大
蔵
四
四
歳
、
司
法
四
五
歳
、
逓
信
四
七
歳
、
内
務
四
九
歳
で
、
文

　
部
次
官
が
｝
番
若
か
っ
た
。

⑤
三
つ
の
課
を
設
置
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
師
範
学
校
及
学
術
会
議
、

　
技
芸
学
校
、
美
術
、
音
楽
学
校
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

⑥
五
つ
の
課
を
設
置
、
尋
常
師
範
学
校
、
尋
常
中
学
校
、
高
等
女
学
校
、
小
学
校
、

　
各
種
学
校
、
幼
稚
園
、
図
書
館
、
博
物
館
及
教
育
会
、
通
俗
教
育
等
に
関
す
る
事

　
務
を
分
掌
す
る
。

⑦
～
三
年
三
月
に
設
置
さ
れ
た
が
、
≡
二
年
六
月
三
〇
日
廃
止
さ
れ
総
務
局
に
図

　
轡
課
を
豊
里
さ
れ
る
。
局
長
経
歴
者
は
、
島
田
三
郎
、
西
村
蔀
戊
…
樹
、
伊
沢
修
二
で

　
あ
る
。

⑧
　
三
年
に
設
置
さ
れ
た
が
、
二
四
年
八
月
局
が
廃
止
さ
れ
、
そ
の
後
は
大
臣
官

　
房
の
会
計
課
と
し
て
存
続
す
る
。
局
長
経
歴
者
は
、
中
島
永
元
、
久
保
田
譲
、
永

　
井
久
一
郎
で
あ
り
、
歴
代
課
長
は
、
永
井
久
一
郎
、
周
田
良
平
、
寺
田
勇
吉
、
福

お
　
わ
　
り
　
に

　
原
錬
二
郎
、
松
村
茂
助
、
松
浦
滋
次
郎
、
山
崎
達
之
輔
で
あ
る
。

⑨
藤
原
喜
代
蔵
魍
人
物
評
論
学
界
の
賢
入
愚
人
』
（
文
教
会
、
一
九
～
三
年
、

　
三
韓
⊥
ハ
百
ハ
）
。

⑩
『
大
阪
朝
日
新
聞
㎞
一
八
九
二
年
一
二
月
一
〇
日
朝
刊
。

⑪
『
教
育
報
知
撫
三
五
二
号
、
一
八
九
三
年
一
月
一
四
日
。

⑫
前
掲
藤
原
『
人
物
評
論
学
界
の
賢
人
愚
人
瞼
、
一
三
〇
～
二
頁
。

⑬
農
学
校
、
商
業
学
校
、
工
業
学
校
、
徒
弟
学
校
及
実
業
補
習
学
校
と
こ
れ
に
準

　
ず
べ
き
各
種
学
校
、
実
業
教
育
費
国
庫
補
助
、
実
業
学
校
商
議
員
な
ど
に
関
す
る

　
事
務
を
掌
る
。

⑭
三
〇
年
一
〇
月
九
日
設
置
。
教
科
用
図
書
の
検
定
及
び
認
可
、
教
科
用
図
書
そ

　
の
他
に
教
育
上
必
要
な
図
書
の
編
纂
及
び
翻
訳
、
図
書
館
、
参
考
図
書
の
保
管
に

　
関
す
る
事
務
を
掌
る
。

⑮
隅
喜
田
貞
吉
著
作
集
第
＝
二
巻
学
窓
日
誌
臨
（
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
、
八
○

　
頁
）
。

⑯
門
専
門
学
務
局
長
、
普
通
学
務
局
長
ハ
勅
任
ト
ス
」
（
二
四
年
七
月
二
四
日
付

　
勅
令
九
三
号
、
「
文
部
省
宮
制
」
改
正
第
五
条
）
と
変
更
さ
れ
、
当
時
普
通
学
務

　
局
長
で
あ
っ
た
江
木
千
之
は
二
か
月
に
満
た
な
い
内
に
異
動
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
こ

　
の
こ
と
へ
の
反
発
か
ら
江
木
は
官
職
を
辞
す
る
（
「
江
木
千
之
氏
転
任
の
理
由
」

　
『
読
売
新
聞
島
　
八
九
一
年
六
月
二
一
日
付
）
。

　
以
上
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
明
治
中
後
期
に
お
け
る
文
部
省
高
等
官
の
人
事
実
態
は
、
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
一
点
目
は
、
人
事
機
構
の
枠
組
み
が
大
き
く
変
動
し
た
の
は
、
三
〇
年
以
降
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
文
部
省
だ
け
に
設
置
さ

れ
る
技
能
職
が
種
類
も
人
員
も
少
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
、
技
能
職
が
重
み
を
増
し
、
新
た
な
役
職
の
設
置
、
そ
の
増
員
へ
と
推
移
す
る
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一
方
で
、
一
般
職
は
減
少
し
て
任
用
枠
が
少
な
く
な
る
。
ま
た
、
～
般
職
と
技
能
職
と
の
就
任
者
が
分
離
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る
。

　
二
点
目
は
、
文
相
の
人
事
関
与
が
、
文
部
省
の
人
事
体
制
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
時
期
は
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
七
年
、
三

〇
年
、
三
二
年
の
時
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
単
純
に
大
臣
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
に
よ
る
も
の
と
一
括
り
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
も
、

人
事
内
容
に
よ
っ
て
評
価
が
分
か
れ
て
お
り
、
個
別
の
特
殊
例
と
見
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
三
点
目
は
、
教
育
家
や
教
育
関
係
者
を
異
動
さ
せ
て
高
等
官
候
補
者
と
す
る
人
事
慣
行
が
根
強
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
局
長
・
次
官

級
は
一
定
時
期
を
除
く
と
高
等
教
育
関
係
者
や
文
部
省
事
務
官
に
よ
っ
て
充
て
ら
れ
て
い
た
た
め
、
人
事
の
異
動
範
囲
が
狭
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
三
点
か
ら
、
一
般
職
に
勤
め
る
文
部
省
高
等
官
も
、
単
に
他
省
官
僚
か
ら
異
動
す
る
ル
ー
ト
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
か
ら
入
省
す
る
人
物
は
短
期
間
の
在
任
期
間
を
経
て
転
幽
す
る
非
主
流
で
あ
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
冒
頭
で
言

及
し
た
佐
藤
秀
夫
の
内
務
官
僚
出
向
者
が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
う
説
は
、
明
治
中
後
期
に
お
け
る
文
部
省
高
等
官
の
実
体
と
そ
ぐ
わ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
「
治
安
的
な
発
想
」
説
も
、
見
直
し
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
文
部
省
に
も
、
高
文
を
合
格
し
た
法
学
士
、
政
権
の
変
動
に
よ
っ
て
は
政
党
員
が
入
省
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
変
化
は

文
部
省
内
で
高
等
官
自
身
が
自
己
認
識
す
る
契
機
と
な
り
、
そ
の
「
異
分
子
」
を
排
除
す
る
動
き
、
そ
し
て
教
育
行
政
を
他
の
行
政
と
区
別
し

よ
う
と
す
る
意
識
が
高
ま
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
二
九
年
九
月
に
文
相
と
な
っ
た
蜂
須
賀
が
就
任
後
半
聖
堂
上
す
ぎ
て
か
ら
異
動
を
敢
行
し
た
の
は
、
以
前
の
体
制
を
基
盤
と
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
自
ら
へ
の
協
力
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
藩
閥
を
も
と
に
し
た
勢
力
も
弱
く
、
教
育
界
で
も
人
脈

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
蜂
須
賀
は
、
都
筑
ら
を
入
省
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
基
盤
の
構
築
を
試
み
た
。
だ
が
、
教
育
界
の
反
対
に
あ
っ
た
た
め

に
、
更
迭
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
三
〇
年
に
お
け
る
人
事
異
動
が
契
機
と
な
っ
て
、
文
部
省
高
等
官
自
身
が
「
教
育

畠
」
の
経
歴
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
～
方
で
、
理
想
的
な
「
文
部
官
僚
」
像
・
「
文
部
省
体
制
」
像
が
作
り
出
さ
れ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。
「
文

部
省
息
抜
」
と
は
文
椙
と
文
部
省
高
等
官
、
そ
し
て
彼
ら
の
背
後
に
存
在
す
る
狭
義
の
教
育
界
を
含
め
た
も
の
で
あ
り
、
以
後
の
近
代
日
本
の
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教
育
行
政
は
そ
の
動
き
を
軸
に
し
て
、
包
括
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
次
官
以
下
の
教
育
行
政
担
当
者
や
直
轄
学
校

長
な
ど
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
、
或
い
は
、
周
辺
の
グ
ル
ー
プ
を
軸
に
し
て
近
代
B
本
の
教
育
行
政
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
三
六
年
置
内
閣
の
行

政
整
理
案
の
中
に
文
部
省
廃
止
が
目
玉
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
た
め
に
児
玉
源
太
郎
が
内
相
と
文
相
を
兼
任
す
る
。
し
か
し
、
実
際
に
文
部
省

が
廃
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
部
省
が
廃
止
さ
れ
ず
維
持
さ
れ
た
背
景
に
、
こ
の
よ
う
な
「
教
育
畠
」
、
「
教
育
界
」
の
結
束
が
あ
っ
た
こ

と
は
看
過
で
き
な
い
。

　
一
方
、
従
来
の
文
相
評
価
は
単
独
の
政
治
力
な
ど
能
力
だ
け
で
語
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
文
部
省
高
等
官
と
の
連
携
、
教
育
界
と

の
妥
協
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
文
相
の
功
績
史
」
と
で
も
い
う
べ
き
皮
相
的
な
把
握
で
は
な
く
、
よ
り
構
造
的
な
解
明
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
井
上
文
相
の
業
績
と
し
て
代
表
さ
れ
る
「
実
業
教
育
」
問
題
も
、
岡
田
良
平
の
持
続
的
な
関
与
か
ら
再
解
釈
で
き

う
る
。
岡
田
は
文
部
省
が
実
業
教
育
に
関
し
て
組
織
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
主
張
し
、
実
業
教
育
を
担
当
す
る
局
を
復
活
さ
せ
、
局
長
に
な
り
、

そ
の
後
も
局
の
存
続
の
た
め
に
尽
力
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
な
が
ら
く
文
部
省
に
勤
め
る
官
僚
が
省
内
の
組
織
を
編
成
す
る
こ
と
で
、
政
策
が

長
期
的
、
｝
貫
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
典
型
的
な
事
例
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
示
唆
し
た
「
教
育
畠
」
に
よ
る
教
育
行
政
担
当
と

い
う
軸
に
基
づ
い
て
、
今
後
は
入
事
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The　Structure　of　Personnel　in　the　Ministry　of　Education　in　Modern　Japan　：

　　　　　　The　Formation　of　the　“Education　Field”　in　Mid一一to－Late　Meiji

by

JuNG　Hyunjoo

　　Very　few　researchers　of　the　history　of　educational　adrninistration　have　viewed

high－rankng　othcials　of　the　Ministry　of　Education　as　having　played　an　important

role．　This　is　due　to　the　fact　that　previous　studies　have　seen　these　high－ranking

othcials　as　subordinate，　pawns　to　strong－willed　ministers　of　educagon　and　person－

nel　decisions　of　other　ministries．　However，　the　testirnony　of　former　vice－ministers

and　other　sources　provide　facts　that　contradict　the　prevailing　view．　This　study　is

an　attempt　to　illustrate　persormel　shifts　among　high－ranking　othcials　of　the　Minis－

try　of　Education　from　the　Meiji　19　（1886）　organization　of　the　personnel　system　to

the　institution　of　the　system　of　appointing　bureau　chiefs　（feyokucho）　from　among

those　who　passed　civi1　service　examinations　in　Meiji　45　（1912）．　This　was　accom－

ptished　by　venfying　concretely　changes　in　organizational　structure，　and　by　investi－

gating　changes　in　composition　of　staff　and　actual　hiring　practices　as　weil　as　the

shifts　at　the　vice－minister　and　bureau　chief　level　frem　the　point　of　view　of　the

high－leve至。至丘。圭als　themselves・

　　In　this　process，　1　have　been　able　to　verify　that　the　Ministry　of　Education　was

composed　of　people　who　defined　themselves　by　the　temi　kyoileu　batalee，　“the

education　field．”　The　mainsts“eam　of　the　higher－ranking　othcials　in　tlte　Ministry　of

Education　had　experience　in　educational　policy　matters，　unlike　other　officiais　there

who　were　transferred　in　a盆d　out　of£he　m血istry　from　other　bureaucracies　fbr

short　periods　of　t㎞e．　Therefore，　the　theory雛at　holds　that　the　mainstream　of丘一

cials　of　the　ministry　had　come　from　the　Ministry　of　the　lnterior　does　not　corres－

pond　to　the　actual　situation　of　the　high－rankir｝g　oKcials　in　the　Mmistry　of　Educa－

bion　during　the　mid　to　late　Meiji　pertod．　lt　is　true　that　there　were　appointmeRts　of

othcials　with　no　experience　in　educational　poticy　and　of　political　par£y　members　due

to　changes　in　polibical　administrations．　However，　these　changes　spurred　high－

ranldng　of丘cials　of　the　M麺stry　o磁ducation七〇develop　a　sense　of　self－ldentity　and

a　movement　to　remove　these　“outsiders．”　As　a　result　this　brought　about　a　height－

ened　consciousness　and　desire　to　distinguish　educational　admbstration　from　other

varieties　ef　administratioR．　By　focusing　on　the　“education　field”in　this　manner，　it
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becomes　apparent　that　there　is　a　pressing　need　to　reassess　the　conventional　view

that　nlodern　Japanese　educational　administration　was　based　oパ‘concepts　of　pubhc

safety．”

Late－Qing清Textbooks　on　Ethics　and　Meiji　Japan

by

TsucHlyA　Hiroshi

　　Late　19th　and　early　20th　century　China　experienced　large－scale　reform　of　Qing

Dynasty　policies　in　such　areas　as　governinent　adrninistration，　taxation，　aRd　admi－

nistrative　structure．　ln　the　iast　years　of　the　dynasty，　reform　extended　to　include

marked　shifts　in　the　traditional　educational　system．　The　aim　of　these　educational

reforms　was　to　replace　the　existing　educational　system　designed　for　the　elite，

which　had　traditionaby　been　based　on　the　civi1　service　examina£ion　system，　the

々吻科挙，With　a　system　of　education　for　the　masses．　Reform　was　inplemented

with　a　particular　focus　on　moclifYing　the　compulsory　education　in　elementary

schools．　The　central　tenant　of　these　reforms　was　to　raise　national　conscience

among　the　masses　with　careful　consideration　given　to　the　introduction　of　the　sub－

ject　of　ethics．　This　article　exarnines　the　image　of　ideal　national　character　as　pro－

jected　througk　these　ethics　textbooks　for　elementary　school　students　durring　this

period　of　reform．

　　The　b漉h　of　the　ethics　textbook　in　Ch加a　occurred加£he　Xinzheng新政reform

period　at　the　beginriing　of　the　20th　century．　Although　ethics　became　established　as

a　formal　subject　at　this　t｛me，　the　subject　of　ethics　was　rooted　in　the　Wuxu戊戌

reform　period　at　the　end　of　the　19th　century．　Forerunners　of　tke　textbooks　had

been　compiled　during　the　Wuxu　period，　the　most　famous　of　them　being　the　Meng一

耀θ勧θκ蒙学課本．The　mos亀prominent　feature　of　this　textbook　was　the　prhnary

focus　on　the　concept　of　Tian天（Heaven，　God）in　moral　education，　instituted　by

the　editors　under　the　influence　of　western　textbooks　for　children．　The　position　and

significance　of　heaven　was　that　it　stood　above　the　people　and　conveyed　an　ideal－

ized　lrnage　of　strength，　granting　the　people　equality　and　rights．　The　peop｝e　were

therefore　considered　citizens　under　Tian，　and　did　not　share　a　sense　of　nationalism，

viewing　themselves　as　chizens　of　the　nation　of　China．

During　the　Xir｝zheng　reform　period　of　the　early　20th　centuty，　ethics　textbooks
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